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はじめに――「尊厳」「公正」「共生」という三つの視点から

世紀半ばまでに「多様性と包摂性のある社会」は実現しているでしょうか。未来からの問いは、

私たち自身がいま引き受けるべき課題にほかなりません。

「人権の世紀」と言われる 世紀は、衝撃的な事件から幕をあげました。 年 月 日の

同時多発テロです。テロの衝撃がさめやらぬ 月 日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）第

回総会において一つの重要な宣言が満場一致で採択されました。「文化多様性に関する世界宣

言 」です。この宣言は、世界人権宣言に次ぐ重要性をもつと評されます。同宣言は、「文化多様性」

を「人類共通の遺産」（第 条）とし、その保護は「人間の尊厳」を尊重するために不可欠だと唱えま

した（第４条）。

一方、「社会的包摂」は、「社会的排除」と対になる概念です。二つの概念は、 年代にフラ

ンスで生まれ、その後、ヨーロッパ諸国を始め、欧州連合、国際連合などにおいて社会政策の基礎

的理念として確立しました。包摂的な社会ほど、災害や経済危機などの危機に対しても強靭で回

復力があるという意味でレジリエント（強靱）である、とも指摘されています 。

多様性と包摂性は、文化と社会政策についてだけ必要なのではありません。それは、人間生活

のすべてにおいて尊重されるべき理念です。本章では、「尊厳」「公正」「共生」という三つの視点か

ら、多様性と包摂性に富む未来社会――「誰一人取り残さない」社会――を展望したいと思います。

－ 「個人の尊厳（個人の尊重） 」は、あらゆる人権保障の根幹をなします。ひとの「尊厳」を確

立するまでに人類は長い歴史を必要としました。しかし、「尊厳」は、国家権力や独裁者によってい

とも容易に損なわれることも歴史が示しています。第二次世界大戦中、ナチスは強制的に同質化を

進め、異質な者を徹底的に排除しようとしました。このような悲劇を繰り返さないとして、戦後ドイツ憲

法は「人間の尊厳」を第 条におき、すべての人権に優越すると定めました。世界人権宣言（

年）もこう謳っています。「すべての人間は生まれながらに自由であり、尊厳と権利について平等で

ある」（第 条）。しかし、 年代に多発した内戦ではジェノサイト 民族抹殺 が横行し、 世紀

のいまも世界の多くの地域で内戦やテロによる被害があとをたちません。未来を担うべき子どもたち

も巻き込まれています。このような状況をふまえ、「尊厳」に関しては、五つの問いかけを試みます。

  自分らしく生きる道筋を他者と手を差し伸べ合いながらたどることが「幸福」につながるのではな

いか。

  一見普遍的に見える価値すらある種の押しつけかもしれないと問い直すことから共生のルール

を定立できるのではないか。

法務省「みんなで築こう 人権の世紀」 （ 年 月 日最終

閲覧）

ユネスコ（英文）

（ 年 月 日最終閲覧）

文部科学省（仮訳） （ 年 月 日最終閲覧）

日本学術会議社会学委員会・経済学委員会合同包摂的社会政策に関する多角的検討分科会「（提言）いまこ

そ「包摂する社会」の基盤づくりを――社会的包摂」 年 月 日、 頁。

（ 年 月 日最終閲覧）

さしあたりの理解として、「個人の尊厳」（憲法 条）と「個人の尊重」（憲法 条）は「互換的」とされ、「個人の

尊重」と「人間の尊厳」も多くの学説は対立的には捉えない。辻村みよ子・山元一編『概説憲法コンメンタール』（信

山社、 年） 頁参照。



  「人権の国際化」という現代的状況のもと、国際社会のなかで日本が「名誉ある地位」 日本国

憲法前文 を占めるにはいかにあるべきか。

  人権主体の議論は、「自律的（強い）個人」を前提とするのではなく、人間存在の「多元性」や

「脆弱な個人」から出発するべきではないか。

  社会全体が「企業の社会的責任」を監視し、制御することによって人権保障に現実的に寄与

できるのではないか。

－ 「公正」には、「ルールや手続きの公正」と「機会や結果の公正」があります。「人権の世紀」

である 世紀では、社会正義を重んじ、公正、公平で差別や偏見のない社会を目指す必要性が

高まっています。「人権の世紀」の重要な契機となったのは、「人権という普遍的文化」の構築を目

指す「人権教育のための国連 年」（ ～ 年）という決議です（ 年国連総会）。

年の国連総会では、「人権教育のための世界計画」の発足が決定されました。現在、日本政府が

人権施策の課題として挙げているのは 項目です。①女性、②子ども、③高齢者、④障がい者、

⑤同和問題、⑥アイヌの人びと、⑦外国人、⑧ 感染者やハンセン病患者等、⑨刑期を終えて

出所した人、⑩犯罪被害者とその家族、⑪インターネットの悪用、⑫北朝鮮当局による人権侵害問

題、⑬ホームレス、⑭性的指向、⑮性自認、⑯人身取引、⑰東日本大震災。これらのことを理由と

する偏見や差別をなくすことが目指されています。以上から、法・政策による「公正」の実現に着目

して、次の五つの問いを立てます。

  性別を問わず、だれもが「らしさ」の縛りから解放され、自分らしく生きるためには何が必要か。

  暴力を排除して、だれもが安心・安全に暮らせる社会にするためにはどのような施策が必要か。

  性的指向や性自認にもとづく差別を解消するための緊急の課題とは何か。

  障がい者差別を解消するために何が求められるのか。

  福島第一原発被災からの再建・再生の経験を未来に引き継ぎ、将来世代に負の遺産を継承

させないために何が必要か。

－ 「共生」は、行政面でもさかんに使われている用語です。たとえば、文部科学省は、障がい

者のインクルーシブ教育を念頭に、「共生社会」とは、「だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合

い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会 」と述べています。他方、厚生労

働省によれば、「地域共生社会」とは、少子高齢化や過疎化などの社会構造の変化や人々の暮ら

しの変化を踏まえ、「制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住

民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一

人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すもの 」とされます。共生社会の

実現を目指して、四つの点から私たちの決意を問いかけます。

  多様性に富む共生社会や複線型の人生を実現するにはコストがかかる。その時間的、費用上

の負担を未来への投資として引き受けねばならない。

文部科学省 （ 年

月 日最終閲覧）

厚生労働省「地域共生社会」の実現に向けて

（ 年 月 日最終閲覧）

はじめに――「尊厳」「公正」「共生」という三つの視点から

世紀半ばまでに「多様性と包摂性のある社会」は実現しているでしょうか。未来からの問いは、

私たち自身がいま引き受けるべき課題にほかなりません。

「人権の世紀」と言われる 世紀は、衝撃的な事件から幕をあげました。 年 月 日の

同時多発テロです。テロの衝撃がさめやらぬ 月 日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）第

回総会において一つの重要な宣言が満場一致で採択されました。「文化多様性に関する世界宣

言 」です。この宣言は、世界人権宣言に次ぐ重要性をもつと評されます。同宣言は、「文化多様性」

を「人類共通の遺産」（第 条）とし、その保護は「人間の尊厳」を尊重するために不可欠だと唱えま

した（第４条）。

一方、「社会的包摂」は、「社会的排除」と対になる概念です。二つの概念は、 年代にフラ

ンスで生まれ、その後、ヨーロッパ諸国を始め、欧州連合、国際連合などにおいて社会政策の基礎

的理念として確立しました。包摂的な社会ほど、災害や経済危機などの危機に対しても強靭で回

復力があるという意味でレジリエント（強靱）である、とも指摘されています 。

多様性と包摂性は、文化と社会政策についてだけ必要なのではありません。それは、人間生活

のすべてにおいて尊重されるべき理念です。本章では、「尊厳」「公正」「共生」という三つの視点か

ら、多様性と包摂性に富む未来社会――「誰一人取り残さない」社会――を展望したいと思います。

－ 「個人の尊厳（個人の尊重） 」は、あらゆる人権保障の根幹をなします。ひとの「尊厳」を確

立するまでに人類は長い歴史を必要としました。しかし、「尊厳」は、国家権力や独裁者によってい

とも容易に損なわれることも歴史が示しています。第二次世界大戦中、ナチスは強制的に同質化を

進め、異質な者を徹底的に排除しようとしました。このような悲劇を繰り返さないとして、戦後ドイツ憲

法は「人間の尊厳」を第 条におき、すべての人権に優越すると定めました。世界人権宣言（

年）もこう謳っています。「すべての人間は生まれながらに自由であり、尊厳と権利について平等で

ある」（第 条）。しかし、 年代に多発した内戦ではジェノサイト 民族抹殺 が横行し、 世紀

のいまも世界の多くの地域で内戦やテロによる被害があとをたちません。未来を担うべき子どもたち

も巻き込まれています。このような状況をふまえ、「尊厳」に関しては、五つの問いかけを試みます。

  自分らしく生きる道筋を他者と手を差し伸べ合いながらたどることが「幸福」につながるのではな

いか。

  一見普遍的に見える価値すらある種の押しつけかもしれないと問い直すことから共生のルール

を定立できるのではないか。

法務省「みんなで築こう 人権の世紀」 （ 年 月 日最終

閲覧）

ユネスコ（英文）

（ 年 月 日最終閲覧）

文部科学省（仮訳） （ 年 月 日最終閲覧）

日本学術会議社会学委員会・経済学委員会合同包摂的社会政策に関する多角的検討分科会「（提言）いまこ

そ「包摂する社会」の基盤づくりを――社会的包摂」 年 月 日、 頁。

（ 年 月 日最終閲覧）

さしあたりの理解として、「個人の尊厳」（憲法 条）と「個人の尊重」（憲法 条）は「互換的」とされ、「個人の

尊重」と「人間の尊厳」も多くの学説は対立的には捉えない。辻村みよ子・山元一編『概説憲法コンメンタール』（信

山社、 年） 頁参照。
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  日本が世界のなかで人びとを惹きつける国となるためには、外部からやってきた人びとが、日

本社会になじみやすい環境を作るだけでなく、日本社会の側も彼ら／彼女らの出身社会の文

化を尊重する姿勢を示さねばならない。

  豊かな文化を支える多文化共生社会を実現するには、「移民」を生活者として受け入れる政策

が必要であり、私たちには彼らを永続的な隣人として迎え入れねばならない。

  以上の決意をサポートするさまざまな情報技術はますます発展する。

（三成 美保 奈良女子大学副学長・教授（研究院生活環境科学系））



個人の尊厳――「誰一人取り残さない」

（１） 誰もが自分らしく生きられる未来への道筋

① 変化する世界

いま、世界は大きな変化に立ち会おうとしています。

私たちの日常生活からもそれはうかがえます。かつてに比べて、多くの歳を重ねた方々が社会の

なかで活躍しています。その一方、近所で遊ぶ子どもたちの姿が減っているように思われます。気

候にも変化が現れています。真夏日が増え、春や秋の期間が短くなりました。また台風や豪雨が激

甚な被害をもたらすことも多くなったように思われます。変化は、日本だけでなく、地球規模で起こっ

ています。人類が地球上に誕生して以後、人類はその素晴らしい力によって困難を克服し、人類と

いう生物種をここまでの繁栄に導きました。しかし、その爆発的な世界改造の力は、放置すれば地

球や社会に過大な負担をかけるかもしれない、いやもうかけているかもしれない、との危惧も高まっ

ています。

人間だけでなく、他の生命体もあるいは美しい自然も、いつまでも自分らしくあり続けることができ

るようにするには、いま、私たちは何を考えるべきなのでしょうか？

② 未来のために何をするべきか

世界、そして日本が、よりよい社会を未来の人びとに引き継いでもらうために、子どもの世代にも、

その子どもの世代にも、社会が希望に満ちたものであり続けるために、さまざまな提案がなされてい

ます。

なかでも、 年の 月 日～ 日、ニューヨーク国連本部において「国連持続可能な開発

サミット」が開催され、 を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として採択された「我々

の世界を変革する――持続可能な開発のための アジェンダ」 以下、「 アジェンダ」 は世

界に大きな影響を与えています。これが、 の目標と のターゲットからなる「持続可能な開発目

標（ ）」です。 の目標はさまざまですが、「すべての人」「みんな」「世界中」といった言葉が共

通して使われていることに気づきます。

つまり、 の目標は、一部の人だけの利益ではなく、すべての人が互いに支え合う「「誰一人取り

残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会」実現のための具体的な方策なのです。

③ 「幸福」への注目

が提案する「持続可能な発展」が「どこへ向かっての発展」かといえば、端的に「すべての

人びとの幸福」であるといえましょう。いま改めて、「人びとの幸福」に注目が集まっています。

国連は、「世界幸福度報告書」というレポートを出しています。これによれば、世界の か国を

対象とした幸福度ランキング（ 〜 ）で、上位は、フィンランド、デンマーク、ノルウェイなど北

欧諸国で占められています。残念ながら日本は、 位に留まっています。さらに残念なことに、この

報告書によれば、日本の幸福度は年々下がり続けているようです。

では、この報告書では、「幸福」をどのような要因からなるものと捉えているのでしょうか。報告書の

注記によれば、「幸福度」は、「 」「社会的支援」「健康寿命」「人生選択の自由度」「寛容度」

「腐敗度」などから構成されています。これらのうち、日本は、「健康寿命」（ 位）や「 」（ 位）は

  日本が世界のなかで人びとを惹きつける国となるためには、外部からやってきた人びとが、日

本社会になじみやすい環境を作るだけでなく、日本社会の側も彼ら／彼女らの出身社会の文

化を尊重する姿勢を示さねばならない。

  豊かな文化を支える多文化共生社会を実現するには、「移民」を生活者として受け入れる政策

が必要であり、私たちには彼らを永続的な隣人として迎え入れねばならない。

  以上の決意をサポートするさまざまな情報技術はますます発展する。

（三成 美保 奈良女子大学副学長・教授（研究院生活環境科学系）） 第
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高いのですが、「人生選択の自由度」（ 位）、「寛容度」（ 位）が顕著に低いランクとなっていま

す。経済力や医療は優れているけれど、ちょっと息苦しい社会のようです 。

④ 互いに手をさしのべ合う社会へ

社会の息苦しさは、人びとの関係を遠ざけるのかもしれません。

自分の選択をするときに周りの目を気にしなければならなかったり、小さなことでも厳しく批判され

がちだったりしたら、人と関わらない方が自分らしく生きられる、と感じることもあるでしょう。

実際、 が発行した「 」によれば、日本で

は「友人、同僚、その他の人」との交流が「全くない」あるいは「ほとんどない」と回答した人の割合が

で、 の加盟国 か国中最も高い割合となっています 。

確かに、自分だけの世界に閉じこもっていれば、気楽かもしれません。しかし、何か問題が起こっ

たとき、すべてを自分だけで解決するのはとても困難です。またこのような「社会的孤立」を自分で

選び取ったのではなく、結果として「孤立」に追いやられてしまう場合もあります。調査によっても、社

会的に弱い立場の人ほど、社会的孤立になりやすいようです。その結果、社会的に弱い立場の人

は、さらに弱くなるリスクにさらされます。社会のなかの格差が拡大すると、社会の信頼感は低下し、

秩序は不安定化します。それは、いま、社会的に強い立場にいる人にとっても決して望ましいことで

はありません。

「幸福」は一人だけで獲得できるものではありません。「誰一人取り残さず」、すべての人がすべて

の人を支え合う中で、社会の幸福は実現できるのです。

（遠藤 薫 学習院大学法学部教授）
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（２） ポスト・セキュラー状況における個人の尊厳

① ポスト・セキュラー状況とは―宗教学からの問題提起

「だれ一人取り残さない」というスローガンは、貧困や環境問題などを対象としている限りは異論

が出ないのですが、心に関わることについて考え始めると、急に全体主義的にも見えてきます。いえ、

物や経済に関わることですら、何らかの信条からあえて貧しい暮らしを選んだ人がいる場合、その人

も という同じ船に乗せるべきなのでしょうか。個人の精神的価値はそれほどまでに多様なので

はないでしょうか。

世界的に見れば、民主主義社会において過去数十年でこの問題が特に尖鋭化したのは宗教に

関わる事がらにおいてでしょう。 年にフランスの公立校に通うムスリム女子生徒に対しスカーフ

の着用を禁じる法律が制定されましたが、これについては大きな論争が起きました。禁じる方は、ス

カーフはイスラームのシンボルだから、着用すれば公立校に宗教を持ち込むことになるし、またキリ

スト教の十字架のネックレスとは異なり女性差別的なものだということを理由にしました。それに対し

て宗教差別であるという反論が国内外から出されたのです。このように西洋の民主主義社会が想定

している「人権」というものは、「宗教（信教）の自由」と両立しないことがあるのです。

世紀の西側諸国では、世俗的な、すなわち政教分離に基づく民主主義は普遍性をもち、そ

の下で宗教は「個人の精神的自由」として認めれば十分であると考えられていました。世紀の終わり

ごろからこれに異議を申し立てだしたのが、ムスリムをはじめとする多様な宗教を信仰する人々でし

た。というのも、イスラームのような宗教においては、ただ心の中で神に祈るだけでは信仰として十分

ではなく、スカーフを被る、動作を伴う礼拝を集団で行う、特定の食材を避けるといった行為・実践

面での自由が必要になるからです。

そのような状況の変化を背景に、 世紀に入ると「ポスト・セキュラー（世俗的）」という言葉が使わ

れるようになりました。これは単に、宗教がこのところ復興しているという「ポスト・世俗化」現象を指す

のではなく、世俗的民主主義という制度は本当に中立的なのか、あらゆる人を包摂できるのかを問

い直す声が高まっている状況を指します。世俗主義は、長年にわたり宗教戦争に悩まされたヨーロ

ッパが生み出した、共生のための知恵でした。しかし、グローバル化が進むにつれ、それでは十分

ではないという認識が広がってきたのです［ ］。

② ポスト・セキュラー視点からのルール・セッティング

近代化の中で、科学と宗教はおよそ正反対のものだと思われてきましたが、科学者コミュニティに

とってもこれは他人事ではありません。ユネスコの支援により国際社会科学協議会（ 現在は国

際学術会議 に統合）と同時期に設立された、人文系の国際学会を統合する国際哲学・人文

学会議（ ）での最近のエピソードです。 人ほどで構成される運営委員会がベルギーで開催

されたのですが、座長のアフリカ（マリ）人の言語学者が開会の挨拶を礼拝から始めたのです。他の

委員は少なからず驚いたはずですが、神への感謝を唱える座長の動作があまりに自然だったため

か、静かに黙祷という形でそれに応じました。主催者の歴史学者は、個人の信条としては無神論の

はずの共産主義者でしたが、やはりこれを受け入れ、「ベルギーも制度上は世俗主義（ライシテ・政

教分離）だが、フランスのようにイスラームを排除するのではなく、包摂するライシテなのだ」とフォロ

ーすらしたのです。これまでは、そのような公的・国際的な場は無宗教の状態にするのが当然だと

高いのですが、「人生選択の自由度」（ 位）、「寛容度」（ 位）が顕著に低いランクとなっていま

す。経済力や医療は優れているけれど、ちょっと息苦しい社会のようです 。

④ 互いに手をさしのべ合う社会へ

社会の息苦しさは、人びとの関係を遠ざけるのかもしれません。

自分の選択をするときに周りの目を気にしなければならなかったり、小さなことでも厳しく批判され
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確かに、自分だけの世界に閉じこもっていれば、気楽かもしれません。しかし、何か問題が起こっ

たとき、すべてを自分だけで解決するのはとても困難です。またこのような「社会的孤立」を自分で

選び取ったのではなく、結果として「孤立」に追いやられてしまう場合もあります。調査によっても、社

会的に弱い立場の人ほど、社会的孤立になりやすいようです。その結果、社会的に弱い立場の人

は、さらに弱くなるリスクにさらされます。社会のなかの格差が拡大すると、社会の信頼感は低下し、

秩序は不安定化します。それは、いま、社会的に強い立場にいる人にとっても決して望ましいことで

はありません。

「幸福」は一人だけで獲得できるものではありません。「誰一人取り残さず」、すべての人がすべて

の人を支え合う中で、社会の幸福は実現できるのです。

（遠藤 薫 学習院大学法学部教授）

【参考文献】
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思われてきました。しかしこの座長の行為は、それはある人々にとっては、無宗教という一つの価値

の押し付けだったということを皆に気づかせたのです。

日本ではこれまで、このような宗教の多様性は、「多（異）文化共生」という課題に含められてきま

した。しかしそれはあくまで世俗的民主主義を基盤として、その上に付加される施策を指していまし

た。「ポスト・セキュラー」という言葉は、宗教の多様性を考える際には、その基盤の部分にも目を向

ける必要があることを示しています。いわゆる国家神道を含む歴史を顧みれば、この議論は慎重さ

も要します。他方、産業界ではインバウンド効果をねらい、外国人観光客へのサービスとして「ムスリ

ム・フレンドリー」が広まっています。イスラームの信仰・習慣に配慮したツーリズムはたしかに多くの

ムスリム観光客には好評です。とはいえ、そのような経済的対価を伴う特別サービスを増やすだけで

は、基盤の問題はかえって隠されてしまいます。

ポスト・セキュラー状況において、「だれ一人取り残さない」や「包摂」というアジェンダを推し進め

るのであれば、その名の下に特定の価値観が押し付けられていないか、個人の尊厳がかえって脅

かされていないか、合意できない多様性はあるかを、社会の変化の中で問い続けていく必要があり

ます。

（藤原 聖子 東京大学大学院人文社会系研究科教授）

【参考文献】

  ユルゲン・ハーバーマス、チャールズ・テイラー、ジュディス・バトラー、コーネル・ウェスト、クレイ

グ・カルフーン著、エドゥアルド・メンディエッタ、ジョナサン・ヴァンアントヴェルペン編（箱田徹、

金城美幸訳）『公共圏に挑戦する宗教―ポスト世俗化時代における共棲のために』岩波書

店、 年。

  池澤優、藤原聖子、堀江宗正、西村明編「シリーズ―いま宗教に向きあう」 ～ 巻、岩波書店、

年。



（３） 人権の国際化と日本の課題―国際人権の観点から

① 人権の国際化

「 アジェンダ」は、「人権」の尊重を強調しています（パラグラフ 、 参照）。「人間は生来的

に不可譲・不可侵の権利を有する」という「人権」観念が開花したのは、ヨーロッパ近代においてで

す。「すべての人」の普遍的な人権を宣言したにもかかわらず、当初は「有産者（ブルジョワジー）・

男性・白人」に固有の自由・権利を「人権」と称していたにすぎませんでした。しかし、人権が定義上

有する「普遍性」は、「すべての人にあまねく保障される」という主張を可能にするものでした。二つ

の大戦を経て植民地が解放され、人権という価値は多くの国でコンセンサスを獲得し、世界的規模

で人権保障の実現が追求されるに至っています（人権の国際化） 。

国際連合憲章は、国際連合（以下「国連」という）の基本的目的の つに人権をあげています（

条 項参照）。人権の尊重は、国連加盟国の一般義務です（ 条（ ）参照）。その内容を具体化

したものが、 年 月 日に採択された世界人権宣言です。その当時までに各国の憲法で

承認されるに至った古典的自由権から、経済的・社会的・文化的権利をも規定しています 。もっと

もこの宣言は条約ではありませんから、法的拘束力はありません。これを部分的に補ったのが、国

際人権規約（ 年）です。経済的、社会的及び文化的権利に関する 規約（社会権規約）と市

民的及び政治的権利に関する 規約（自由権規約）の つから成ります。日本はこれを 年に

批准しました。

② 人権規約から見た日本の人権状況

両規約には、実施措置として国家報告制度が定められています。これらの規約を批准した国は、

定期的に政府レポートを提出して条約に定められた状況をどこまで守っているかについて報告し、

国連の委員会（社会権規約委員会、自由権規約委員会）の審査を受けなければなりません。審査

のあと、委員会から総括所見が出されます。この手続は、国際機関という第三者の視点から、締約

国の人権状況について知ることができる貴重な機会となります。日本国憲法 条は国際条約の遵

守を定めており、国際社会の信頼を勝ち得るためにも審査機関によって示された懸念事項・勧告

には誠実に対処することが求められます。

規約についての日本の第３回定期報告審査が 年に実施され、社会権規約委員会の総

括所見 が出されました。主な懸念事項と勧告が、 項目あげられました。 規約 条は、「公正か

つ良好な労働条件を享受する権利」を定めていますが、この条項についてだけでも非正規雇用、

過労死、生活保護水準を下回る最低賃金、男女の賃金格差など、国内でも問題視されている状

況が指摘されました。 規約に対する 年の第 回定期報告審査の自由権規約委員会の総

括所見 では、死刑制度、代用監獄と自白の強要などの刑事司法、少数者の差別問題に対する政

府の責任、さらにあらたな人権課題として、秘密保護法・ヘイトスピーチ・原発事故による被害者の

問題が取り上げられました。改善が進んでいないと判断されたのでしょうか、 年 月 日付

世界人権宣言のテキストは、国連広報センター

を参照（ 年

月 日最終閲覧）

外務省 を参照（外務省仮訳、 年 月 日最

終閲覧）。

外務省 （外務省仮訳、 年 月 日最終閲覧）
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の押し付けだったということを皆に気づかせたのです。

日本ではこれまで、このような宗教の多様性は、「多（異）文化共生」という課題に含められてきま

した。しかしそれはあくまで世俗的民主主義を基盤として、その上に付加される施策を指していまし

た。「ポスト・セキュラー」という言葉は、宗教の多様性を考える際には、その基盤の部分にも目を向

ける必要があることを示しています。いわゆる国家神道を含む歴史を顧みれば、この議論は慎重さ

も要します。他方、産業界ではインバウンド効果をねらい、外国人観光客へのサービスとして「ムスリ

ム・フレンドリー」が広まっています。イスラームの信仰・習慣に配慮したツーリズムはたしかに多くの

ムスリム観光客には好評です。とはいえ、そのような経済的対価を伴う特別サービスを増やすだけで

は、基盤の問題はかえって隠されてしまいます。

ポスト・セキュラー状況において、「だれ一人取り残さない」や「包摂」というアジェンダを推し進め

るのであれば、その名の下に特定の価値観が押し付けられていないか、個人の尊厳がかえって脅

かされていないか、合意できない多様性はあるかを、社会の変化の中で問い続けていく必要があり

ます。

（藤原 聖子 東京大学大学院人文社会系研究科教授）

【参考文献】

  ユルゲン・ハーバーマス、チャールズ・テイラー、ジュディス・バトラー、コーネル・ウェスト、クレイ

グ・カルフーン著、エドゥアルド・メンディエッタ、ジョナサン・ヴァンアントヴェルペン編（箱田徹、

金城美幸訳）『公共圏に挑戦する宗教―ポスト世俗化時代における共棲のために』岩波書

店、 年。

  池澤優、藤原聖子、堀江宗正、西村明編「シリーズ―いま宗教に向きあう」 ～ 巻、岩波書店、

年。
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けの第 回日本政府定期報告に関する自由権規約委員会からの事前質問リストに、これらの事項

が再掲されています 。

③ 個人通報制度の必要性

規約の第一選択議定書（ 年発効、 年 月現在 か国が批准 ）は、個人通報制

度を設けています（ 規約の第一選択議定書（個人通報制度）は、 年 月発効、 か国批

准、 か国署名 ）。個人通報制度は、人権条約に認められた権利を侵害された個人が、国内で

裁判などの救済手続を尽くしても権利が回復されない場合に、条約機関に直接訴え、国際的な場

で自分自身が受けた人権侵害の救済を求める制度です。

人権規約以降、漸次、国連は個別的なテーマに特化した人権条約を採択しています。今では

女性、子ども、障がい者、少数者、移住労働者、その他の脆弱な立場にある人々のための特定の

基準を網羅するまでになっています。こうした人々は、それまでの長い間多くの社会で一般的であ

った差別から自分自身を守る権利を持つようになったのです 。これらの人権条約では、それぞれ

の当事者にとって使い勝手が良いように、権利の定め方が工夫されています。 年 月 日

現在、日本が批准している人種差別撤廃条約（ 年）、女性差別撤廃条約（ 年）、拷問禁

止条約（ 年）、子どもの権利条約（ 年）、障がい者権利条約（ 年）、強制失踪条約

（ 年）には、個人通報制度を受諾する条項ないし選択議定書があります 。

当事者に個人通報制度の利用が保障されていると、国内裁判所は、人権条約を考慮するように

なります。当該国の人権保障を国際水準に引き上げ、人権条約が定める人権保障を一層充実さ

せることが期待できます 。個人通報制度の存在は、自分の身を守る権利章典としての人権条約

への人々の関心を高めます。「 アジェンダ」は、国連の人権条約の発展に照らして策定された

ものです（パラグラフ 参照）。人権条約の個人レベルへの浸透は、「 アジェンダ」を支える理

念をより強固に国内的に定着させることになりましょう。

もっとも日本は、批准している人権条約の個人通報制度条項の受諾宣言をしていないし、個人

通報制度を設ける選択議定書も全く批准していません。自由権規約委員会の総括所見は、毎回

日本に対して、国際人権保障システムとして、「個人通報制度の導入と国内人権機関の設置」を求

めています。アメリカ合衆国も選定議定書を批准していませんが、米州憲章に基づき、別途、個人

通報制度を利用できることになっています。結果として、 ８のうち、日本を除くすべての国が個人通

報制度を導入しています 。また 加盟国 か国のほとんどが、この制度を導入しています。

個人通報制度の導入は、世界の趨勢といえるでしょう。

日本弁護士連合会

（日弁連仮訳、 年 月 日最終閲覧）

国連広報センター （ 年

月 日最終閲覧）

国連広報センター （ 年

月 日最終閲覧）

国連の「人権法」体系の構築については、国連広報センター

を参照（ 年 月 日最終閲覧）。

一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター

（ 年 月 日最終閲覧）  



日本は、 年から現在まで、自由権規約委員会に継続して委員を輩出しています（ 人目の

委員が 年～ 年の任期中です） 。個人通報制度を定めている選択議定書を批准して、

国際人権の保障の実効性においても、「名誉ある地位」を占めたいものです。

（糠塚 康江 東北大学名誉教授）

【参考文献】

  辻村みよ子「人権の観念」樋口陽一編『講座憲法学３：権利の保障【１】』（日本評論社、

年） ‐ 頁。

  江島晶子「日本における『国際人権』の可能性—日本国憲法と『国際人権』の共生―」阪口正

二郎編『岩波講座憲法５：グローバル化と憲法』（岩波書店、 年） ‐ 頁。

  日本弁護士連合会『第６回政府報告書審査をふまえて：自由権規約委員会は日本政府にど

のような改善を求めているのか』６頁。
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度を設けています（ 規約の第一選択議定書（個人通報制度）は、 年 月発効、 か国批

准、 か国署名 ）。個人通報制度は、人権条約に認められた権利を侵害された個人が、国内で

裁判などの救済手続を尽くしても権利が回復されない場合に、条約機関に直接訴え、国際的な場

で自分自身が受けた人権侵害の救済を求める制度です。

人権規約以降、漸次、国連は個別的なテーマに特化した人権条約を採択しています。今では
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念をより強固に国内的に定着させることになりましょう。
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日本弁護士連合会

（日弁連仮訳、 年 月 日最終閲覧）

国連広報センター （ 年

月 日最終閲覧）

国連広報センター （ 年

月 日最終閲覧）

国連の「人権法」体系の構築については、国連広報センター

を参照（ 年 月 日最終閲覧）。

一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター

（ 年 月 日最終閲覧）  
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（４） 「脆弱な個人」から出発する――人権主体の多元化と時間軸における変化

① 個人の尊重と人権

日本国憲法の神髄は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対

する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重

を必要とする」と定める 条にあります。後段は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」

を保障するとともに、その「立法その他の国政の上」での尊重に関し、「公共の福祉に反しない限り」

という留保をつけています。個人の尊重を規定する前段には、公共の福祉による留保が付されてい

ません。この対比が、人権の核心を教えてくれています。

「生命」、「自由」を求めるのと同様に、「幸福」を求めるのは、人としての本性です。そしてここで

保障されているのは「幸福追求に対する国民の権利」（以下、「幸福追求権」という。）であって、「幸

福」ではないことに注意が必要です。「幸福の内容は、あくまでも国民各個人が決めるべき事柄であ

って、公権力がかかわり合いをもつことを許されるのは、そのような幸福を追求する諸条件・手段に

ついてのみ」 です。各人が追求する「幸福」の内容が問われないのは、すべての個人が自律的な

道徳的判断・行動主体として、尊重されるべき地位を平等に認められているからです。憲法学では、

この地位から直接に正当化される権利が、「人権」であると理解されています 。特定の価値観・世

界観を公権力を通じて強制することは、「個人の尊重」原理に反します。

とはいえ、それぞれの人はお互いが対等の地位にありますから、他の人を犠牲にしてまで、ある

いは全体の利益を害してまで自分のやりたいことを実現することは、定義上許されません。どこまで

なら可能か、線引きが必要です。価値観や世界観が異なる多様な人々が共同生活を営む以上、

共通のルールを構築しなければなりません。日本をはじめとする立憲主義国家では、共通ルールの

設営を民主主義の手続に委ねています。

② 「人権主体」の限定 多元化？

日本の憲法学説は、上記のような日本国憲法の理解に立って、人権主体を「個人」に限定する

傾向を強く持っています 。これに対して、 － でみたように、国際人権の領域では、女性、子ど

も、障がい者、難民など、「人権主体」が多元化しています。こうした動向を受けて、憲法学説のな

かにも積極的に応答しようとする立場があります 。

両者の理解は対立するというより、相互補完関係にあると捉えることができると思います。それぞ

れが目指している課題が異なるからです。人権主体を限定しようとする憲法学説は、「人権」という

用語を使う場面を限定することで、人権の持つ「切り札」としての強みを裁判規範として活かそうとし

ています。しかし権利の救済は、裁判手続きだけに特化されません。人権主体を多元化する国際

人権は、差別状況をあぶり出し、条約（さらにはその国内法化の手続き）を通じて、差別に苦しむ

人々に焦点を当て、法的救済を及ぼそうという試みです 。加えて、多元化された主体の視点から

「人権」の使い勝手を精査することで、「憲法上の権利」の解釈が見直されてきました。後述する「ジ

ェンダー」の視点（ － ）は、その典型的な成果です。

また、立法は、共存のためのルールを設営するだけではありません。教育制度や福祉制度などを

設営することで、国家は、個人の自律を助けています（福祉国家）。個々人による幸福追求のため

の公的条件の整備も国家の役割です（ － 参照）。



③ 人権の対国家的性質

自由や平等の理念は、今日、社会生活の営みのなかに浸透しつつあります。人権の主張は私

人に向けられることが多くみられます。法務省人権擁護機関の対処に基づく 年の「人権侵犯

事件」の分類 によれば、居住生活の安全関係、学校におけるいじめ、暴行・虐待など、私人間に

おける人権侵害が圧倒的です。理論的には、憲法が保障する権利は、個人が国家に対して異議

申し立てを行う道具でした。本来、私人間に適用することが想定されていませんでした。このため、

最高裁判所は、民法の規定を媒介するという解釈を行って、憲法上の権利を私人間にも適用して

います 。憲法学説は、憲法 条や 条（法の下の平等条項）といった条項を、裁判で私人間に

も直接に適用する可能性を探るなど、活発に論争を展開しています 。もっとも、裁判的解決には

限界があります。国際人権の国内的適用やそのための立法整備は、網羅的な私人間での権利保

障の充実に資すると考えられます。

また、裁判を通じた救済には、時間もかかります。国連自由権規約委員会は、独立機関による人

権救済手続の国内的整備を、長年、日本に要請しています。 年 月に、小泉内閣が人権擁

護法案 を提出しました。同法案は、私人間での「人権擁護」に重点がおかれ、対国家的人権擁

護の視点を欠き、人権擁護機関の独立性に疑念があって、廃案になりました 。民主主義の重要

な担い手である報道機関が政府の規制に対して脆弱であることが指摘されている 点からしても、

国家が人権の最大の侵害者であることを蔑ろにすることはできません。人権の本質論を踏まえて、

人権救済手続きの整備を進めることが望まれます。

④ 脆弱な「個人」の普遍性

人権の本質論を見失うべきではないとしても、人権主体としての「個人」という存在については、再

考が必要です。

憲法上、個人は、自己にとっての「幸福」追求の道を自律的に選択し実践していく主体として想

定されており、社会は構成員すべてにそのような生き方を承認し助成しなければなりません。他方

で、法的に自律的な存在とみなされたとしても、具体的に人が置かれる状況は多様で、リスクが個

人化され、それを引き受けなければならない生身の実存する個人は脆弱です 。たとえれば、日

本は先進国を自認していましたが、東日本大震災に見舞われた 年には、世界一の被援助国

になった ことと同様です。人はそもそも誰もが、子ども時代には保護を必要とし、年をとれば介助を

必要としています。時間軸から見れば、ひとりひとりの個人が置かれる状況は千差万別に変化して

います。支援を要するのは、「 アジェンダ」でカテゴリー化された「脆弱な人々」（パラグラフ ）

に限られません。

法務省「平成 年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）」

（ 年 月 日最終閲覧、以下同様）

リーディングケースとして引用されるものとして、最大判昭和 ・ ・ 民集 巻 号 頁［三菱樹脂事

件］。

関連資料一式が法務省 で入手可能。

デビッド・ケイ「表現の自由」国連特別報告者による報告書（ 年 月外務省仮訳）を参照。外務省

一般財団法人 国際開発センター『東日本大震災への海外からの支援実績のレビュー調査』（ 年 月）
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② 「人権主体」の限定 多元化？

日本の憲法学説は、上記のような日本国憲法の理解に立って、人権主体を「個人」に限定する

傾向を強く持っています 。これに対して、 － でみたように、国際人権の領域では、女性、子ど

も、障がい者、難民など、「人権主体」が多元化しています。こうした動向を受けて、憲法学説のな

かにも積極的に応答しようとする立場があります 。

両者の理解は対立するというより、相互補完関係にあると捉えることができると思います。それぞ

れが目指している課題が異なるからです。人権主体を限定しようとする憲法学説は、「人権」という

用語を使う場面を限定することで、人権の持つ「切り札」としての強みを裁判規範として活かそうとし

ています。しかし権利の救済は、裁判手続きだけに特化されません。人権主体を多元化する国際

人権は、差別状況をあぶり出し、条約（さらにはその国内法化の手続き）を通じて、差別に苦しむ

人々に焦点を当て、法的救済を及ぼそうという試みです 。加えて、多元化された主体の視点から

「人権」の使い勝手を精査することで、「憲法上の権利」の解釈が見直されてきました。後述する「ジ

ェンダー」の視点（ － ）は、その典型的な成果です。

また、立法は、共存のためのルールを設営するだけではありません。教育制度や福祉制度などを

設営することで、国家は、個人の自律を助けています（福祉国家）。個々人による幸福追求のため
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「だれ一人取り残さない」という理念は、こうした個々人の時間軸に沿った変化もすくいとるもので

はないでしょうか。この理念から、憲法における「人権主体」たる「個人」を読み解く必要があります。

ひとりひとりが「自律した個人」として「自己決定」ができる存在であり続けるために、技術開発による

手立ての整備と提供が、人権理念をベースにした未来社会に向けて必要となります。

（糠塚 康江 東北大学名誉教授）

【参考文献】

  樋口陽一ほか『憲法Ⅰ：前文・第 条～第 条（註解法律学全集１）』青林書院、 年、

‐ 頁［佐藤幸治執筆］。

  長谷部恭男「個人の尊厳」同『憲法の論理』有斐閣、 年、53‐70 頁。

  この立場を強く打ち出す代表的な著作として、奥平康弘『憲法Ⅲ』（有斐閣、 年）、樋口

陽一『憲法［第 版］』創文社、 年、長谷部恭男『憲法［第 版］』新世社、 年。
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現』法律文化社、 年、 ‐ 頁。

  ウルリヒ・ベック（東廉・伊藤美登里訳）『危険社会―新しい近代への道』法政大学出版局、

年、鈴木宗徳編著『個人化するリスクと社会―ベック理論と現代日本』勁草書房、

年、エヴァ・フェダー・キテイ（岡野八代・牟田和恵監訳）『愛の労働あるいは依存とケアの正義
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（５） ビジネス・企業と人権―社会的責任の分かち合い方

① 企業行動とステークホルダー

公正・共生を実現し、多様性・包摂性のある社会へという理念は、利益を追求する企業経営やビ

ジネス界においても取り組むべき重要な課題として認識されるようになりつつあります。

私企業の経営の大原則は、営利の追求が何よりも重要であると考えられてきました。企業が利益

を捻出するための諸々の活動は、資本主義体制下では自由であり、正当な企業行動として理解さ

れてきました。古典的な企業像に立てば、企業の発展は地域社会の発展と同義であり、市民生活

の向上に直接的に寄与すると考えられてきました。

しかし、 世紀に入って以降、企業の量的な利益拡大は必ずしも一般市民の生活を質的に向

上させるとは考えられなくなってきました。環境問題や地球温暖化など、社会の持続的発展それ自

体が危うくなる事態を、企業が作り出しているという認識が一般に広がってきたためです。社会全体

の利益からすれば、私企業の行動であってもある程度制御し、社会の持続的発展を維持する方向

を考えざるを得なくなってきたのです 。

企業と何らかの利害関係を持つステークホルダー（利害関係者）は、従業員や株主、消費者・顧

客、取引先、 や 、地域社会、政府・行政など多様な主体が含まれます 。これら企業を

取り巻くステークホルダーが、営利原則の下で意思決定を行ってきた企業に対し、影響力を行使し

始めたのです。利益を求め自由な意思決定を行えるはずの私企業であったとしても、これら各種の

ステークホルダーの利害を考慮に入れた行動をとらざるを得なくなってきたのです。こうして「企業の

社会的責任」（ ）が叫ばれる時代が到来しました。

② 企業の社会的責任

年 月に 公財 社会経済生産性本部が発表した の具体的指標には、次の６つの領域

と具体的内容が示されています。その主たるものを列挙すると、

  株主・債権者・投資家に対する責任：収益性、安全性、成長性、株主への成果配分、ガバナ

ンス、 （ ）部門、株主説明会、株主総会

  従業員に対する責任：高齢者雇用、労働時間、有給休暇、育児休暇、介護休暇、メンタル・ヘ

ルス、人材育成、業績評価、女性、障がい者、離職率、労使協議制、差別・ハラスメント
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【参考文献】

  樋口陽一ほか『憲法Ⅰ：前文・第 条～第 条（註解法律学全集１）』青林書院、 年、

‐ 頁［佐藤幸治執筆］。

  長谷部恭男「個人の尊厳」同『憲法の論理』有斐閣、 年、53‐70 頁。

  この立場を強く打ち出す代表的な著作として、奥平康弘『憲法Ⅲ』（有斐閣、 年）、樋口

陽一『憲法［第 版］』創文社、 年、長谷部恭男『憲法［第 版］』新世社、 年。

  辻村みよ子『憲法［第 版］』日本評論社、 年。

  愛敬浩二「近代人権論と現代人権論―『人権の主体』という観点から」同編著『講座人権論の

再定位２：人権の主体』法律文化社、 年、 ‐ 頁。

  青井未帆「私人間効力―『人権』を尊重する社会をいかに築くか」南野森編著『憲法学の世界』

日本評論社、 年、 ‐ 頁。

  川岸令和「人権擁護法案をめぐる諸問題」齋藤純一編著『講座人権論の再定位４：人権の実

現』法律文化社、 年、 ‐ 頁。

  ウルリヒ・ベック（東廉・伊藤美登里訳）『危険社会―新しい近代への道』法政大学出版局、

年、鈴木宗徳編著『個人化するリスクと社会―ベック理論と現代日本』勁草書房、

年、エヴァ・フェダー・キテイ（岡野八代・牟田和恵監訳）『愛の労働あるいは依存とケアの正義

論』白澤社、 年、山元一「現代における人間の条件と人権論の課題」憲法問題 号

（ 年）、7‐23 頁を参照。
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実に多種多様な領域で、企業の社会的責任の必要性が叫ばれていることが窺えます。従前のよ

うに、単に株主への責任のみが唯一最高のものであるとは考えられなくなってきたことをこのリストは

示唆しているといえるでしょう。

実際、こうした社会的責任を果たそうとする企業は、社会から高い評価を獲得しつつあります。日

本経済新聞社は、 年 月に優良企業を評価する目的の総合企業ランキング （ナイセ

ス）を発表しています。この は、会社の業績や成長性、働きやすさなどを総合的に考慮して

上場企業を評価しようとするものです。会社の時価総額の増減をみる「投資家」得点、認知度など

を見る「消費者・社会視点」得点、多様な人材勝代などを見る「従業員」得点、会社の成長性を見

る「潜在力」得点の 項目で評価し、合計して優良企業の順位を決めようとするものです 。

ここで重要なポイントは、投資家の視点だけではなく、消費者や社会、従業員の視点なども加味

されて総合評価ランキングが作成されていることです。「消費者・社会」の内訳には会社の認知度や

好感度、雇用の拡大・維持、社会貢献や環境などが、また「従業員」の内訳には働く人々の人権に

配慮した諸項目、例えばワーク・ライフ・バランスや育児・介護支援、女性の登用などの指標が含ま

れています。古典的企業のように、会社の利益や成長のみが企業の価値を決める尺度とはなって

いないことが窺えるでしょう。

③ 企業の実践から

企業規模のあまり大きくない中小企業でも、こうした社会的責任を果たそうとする機運は高まって

います。 系ベンチャー企業の 社では、 年の上場に際して、 人しかいなかった従業員を

一気に 名ほどに増やしました。ところが、その多くは１～ 年で自ら退社してしまう社員が多く、人

事制度に問題があるのではないかと考え、人事戦略を見直すことになりました。

同社では、 年に「ワーク・ライフ・バランス支援制度」を設定し、社員が仕事に忙殺されること

なく、私生活とのバランスも勘案しながら、長期にわたり働いてもらうように福利厚生面を充実させま

した。例えば、休業制度として、妊娠判明時から子供の小学校就学時まで最長 年間の取得が可

能にしました。育児休業を取得できる期間は、同業他社ではせいぜい 年の企業が多い中、 社

の育児休業期間はその 倍で、とても充実した内容に改訂したのです。

また短時間勤務制度も、妊娠判明時から無期限、希望に応じて調整しながら両親ともに取得が

可能で、給与換算は時給制にしました。妊娠がわかった直後から休業に入ってもいいし、また短時

間勤務制度を利用するのでも構いません。複数のメニューを揃えることで、社員が自分に合った働

き方を自主的に選べるようにしたのです。

加えて、 年には、それまで成果主義一本だった賃金制度に、敢えて「年功重視型賃金制

度」をも設定、社員はそのいずれかを選べるように人事制度を変更しました。当初はベースの高い

能力給に見合う水準の人材しか採用していませんでしたが、新卒採用の経験を重ねるうち、「緩や

かに成長したい」という若年者が多いことに気づき、こうした賃金制度に改訂したのです。休業制度

や短時間勤務制度に加え、いずれの賃金制度を選ぶかは社員に任せるという極めてユニークな制

度が導入された結果、 社の離職率は大幅に低減しました 。

この 社の事例は、中小規模の企業であっても経営者の考え方次第でワーク・ライフ・バランス

向上施策を導入でき、優秀な人材確保につなげられることを示唆しています。ポイントは、働く社員

の自主性を尊重し、社員自らが選択できる制度やメニューの幅が広がっていることです。この事例



は、ワーク・ライフ・バランスを重視した人事施策をとることがむしろ企業の経済面でも奏功することに

つながり、働く人々の人権に配慮した企業として社会からも認知されることを示唆しています。

④ 未来への展望

要するに、企業の利益やビジネスの拡大は、経済社会の富の拡大のために必要であるけれども、

同時に、各種のステークホルダーをはじめ社会全体が企業行動を監視し、制御する視点を持ち続

けることが不可欠であるということです。しかも、そうした社会的視点に配意した行動をとる企業こそ

が優良企業として一般社会から評価されるような時代が到来しつつあるのです。

（上林 憲雄 神戸大学大学院経営学研究科・教授）

【参考文献】

  上林憲雄・奥林康司・團泰雄・開本浩矢・森田雅也・竹林明『経験から学ぶ経営学入門 第
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公正な社会へ−−差別や抑圧のない社会をめざして

（１） 「らしさ」の縛りを問い直そう

① 「女らしさ／男らしさ」の縛り

トイレのマークを思い浮かべてください。女性用は赤色でスカート姿、男性用は青色でズボン姿。

これに疑問を抱いたことはありませんか。自分の身体的性別に違和感をもつトランスジェンダーの人

たちは、どちらのトイレを使えばよいでしょうか。また、女児のランドセルや文具には赤色やピンクが

多く、男児のランドセルや文具には黒や紺・青が多いですね。なぜでしょうか。

色や服装には、それぞれの社会で一定の意味が与えられています。現代社会でもっとも重要な

意味付けの一つが、性別（男女）に関わる役割や「らしさ」への期待です。男女別に色が違う服を着

せられ、女児には人形、男児にはプラモデルのおもちゃを与えられて育つうちに、あるべき「女らしさ

／男らしさ」がわたしたちの内面に刷り込まれていきます。「女の子はかわいらしく、男の子は強く」

「男なら泣いてはダメ」「女ならいつも笑顔で」など、思い当たることはいくらでもあるはずです。

このような期待は、男性に対しては「きちんと就職して妻子を養うべき」、女性に対しては「結婚し

て子どもを産むのがあたりまえ」という縛りに入れ替わり、人生の選択肢を狭めてしまいます。そのよ

うな縛りは人の命にすら関わります。たとえば、 年の脳・心臓疾患に係る労災請求件数は

件（うち女性 件）あり、うち死亡件数は 件（うち女性 件）でした 。男性のほうが過労死へ

追いやられる傾向が強いことがわかります。その背景には、家族のために失職を恐れたり、周囲から

昇進を期待されたりなど、「男らしさ」への社会的圧力があると考えられます。

戦後 年を経て、日本でも変化は顕著です。 年には「夫は外で働き，妻は家庭を守るべき

である」という性別役割を肯定する割合は、女性 ％、男性 ％でした。 年の世代別調査で

は割合が逆転し、 歳代以下では性別役割を否定する割合が男女とも ～ ％に達します 。専

業主婦がいる世帯と共働き世帯の割合も２対１から１対２へと逆転しました 。「らしさ」の縛りを超え、

個人の選択が最大限尊重される未来は遠くありません。しかし、個人の努力には限界があります。

できるだけ早く明るい未来を引き寄せるために、立法や政策による支援を通じて社会変化を加速す

る必要があります 。

② ジェンダー研究の射程の広がり

「ジェンダー」は、性別役割や「らしさ」など、社会のなかでつくられる性別のことです。啓蒙後期

（ 世紀後半）のヨーロッパで、「男＝公（政治・経済）／女＝私（家庭）」という性別役割規範が登

厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書」 頁。

（ 年 月 日最終閲覧）

内閣府「男女共同参画白書令和元年版」 － － 図とⅠ－ － 図。

（ 年 月

日最終閲覧）

年には、専業主婦のいる世帯は 万世帯、共働き世帯は 万世帯であったが、 年には前者

は 万世帯、後者は 世帯となった。内閣府「男女共同参画白書令和元年版」 － － 図。

（ 年 月

日最終閲覧） 



場しました。このような性別役割規範が女性の尊厳や自由を抑圧していると指摘したのが、 ～

年代の「フェミニズムの第２の波 」から生まれた「ジェンダー研究」です。

ジェンダー研究は、 世紀以来の近代学問（近代的な「知」の体系）に対して果敢な挑戦を試み

ました。近代的な「人権」が「男権」にすぎないことを喝破し、学問の「女性不在」や大学の「女性寡

少」を批判したのです。また、「セクシュアル・ハラスメント」「ドメスティック・バイオレンス」などの概念を

生み出して、被害者救済の道を拓きました。 年代には、植民地主義研究やクイア研究 の影

響を受けながら、白人中流女性を主な担い手とする「フェミニズムの第２の波」の限界が批判される

ようになりました。これを「フェミニズムの第３の波」と呼びます。「性」は男女に二分されるのではなく

グラデーションをなすこと、「女」も「男」もそれぞれ一様ではないこと、人種や階層などのジェンダー

以外の要因との関係を問うべきことが認識されるようになったのです。「男性性」や「セクシュアリテ

ィ」、アジア・アフリカの女性たちの多様なニーズへの関心も高まりました。

ジェンダー研究は学際性と実践性を大きな特徴とし、「ジェンダー平等」の達成を目指しています。

世紀のジェンダー研究で注目されている概念が、「無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）」、

「交差性（インターセクショナリティ）」、「性差に配慮した技術革新（ジェンダード・イノベーション）」で

す。「無意識の偏見」とは、世間の常識や本人自身に擦り込まれている価値観や思い込みをさしま

すが、これを意識化することによって個人の能力開発が進むことが明らかになっています。「交差性」

とは、性（セックス）やジェンダーがさまざまな要因（人種、性的指向、性自認、国籍、年齢、障がい

など）と交差しつつ人びとの経験や社会的差別を形作るという認識の理論的枠組みです。「性差に

配慮した技術革新」とは、科学技術や技術革新（イノベーション）にもジェンダーが深く関わるという

指摘です。たとえば、男性観察者がオスのマウスを使って得た実験結果が性差を無視して一般化

されること、骨粗しょう症を閉経後の女性の病気とみなして男性の骨粗しょう症患者が見過ごされる

こと、シートベルトなどの安全具が男性仕様になっているため女性にはかえって危険であることなど、

科学に潜むジェンダー・バイアス ジェンダーに基づく偏見や差別 に着目する重要性が指摘されて

います 。

③ 女性差別撤廃条約から ｓまで−−目標としてのジェンダー平等

個人の日常生活から社会全体のイノベーションまでを覆う「あたりまえ」の中には、さまざまなジェ

ンダー・バイアスが組み込まれています。これを発見するのが「ジェンダー視点」です。世界ではじめ

てジェンダー視点を盛り込み、ジェンダー平等の推進を目指した国際条約が女性差別撤廃条約

（ 年）でした。 年、日本は男女雇用機会均等法を制定し、ようやく女性差別撤廃条約を

批准しました。 年 月現在、この条約を批准している国は世界 ヶ国にのぼります 。

世紀後半から 世紀初頭の欧米では、女性参政権や女性が高等教育を受ける権利を求める動きが展開

した。これを「フェミニズムの第 の波」とよぶ。

「非異性愛の可視化によって、異性愛主義の社会的・文化的偏向を問題化する理論」をさす。井上輝子・上野

千鶴子・江原由美子・大沢真理・加納実紀代編『岩波女性学事典』岩波書店、 年、 頁。

ロンダ・シービンガー講演（ 年 月 日）

（ 年

月 日最終閲覧）

外務省「人権外交」 （ 年 月 日最終閲覧）

公正な社会へ−−差別や抑圧のない社会をめざして

（１） 「らしさ」の縛りを問い直そう

① 「女らしさ／男らしさ」の縛り

トイレのマークを思い浮かべてください。女性用は赤色でスカート姿、男性用は青色でズボン姿。

これに疑問を抱いたことはありませんか。自分の身体的性別に違和感をもつトランスジェンダーの人

たちは、どちらのトイレを使えばよいでしょうか。また、女児のランドセルや文具には赤色やピンクが

多く、男児のランドセルや文具には黒や紺・青が多いですね。なぜでしょうか。

色や服装には、それぞれの社会で一定の意味が与えられています。現代社会でもっとも重要な

意味付けの一つが、性別（男女）に関わる役割や「らしさ」への期待です。男女別に色が違う服を着

せられ、女児には人形、男児にはプラモデルのおもちゃを与えられて育つうちに、あるべき「女らしさ

／男らしさ」がわたしたちの内面に刷り込まれていきます。「女の子はかわいらしく、男の子は強く」

「男なら泣いてはダメ」「女ならいつも笑顔で」など、思い当たることはいくらでもあるはずです。

このような期待は、男性に対しては「きちんと就職して妻子を養うべき」、女性に対しては「結婚し

て子どもを産むのがあたりまえ」という縛りに入れ替わり、人生の選択肢を狭めてしまいます。そのよ

うな縛りは人の命にすら関わります。たとえば、 年の脳・心臓疾患に係る労災請求件数は

件（うち女性 件）あり、うち死亡件数は 件（うち女性 件）でした 。男性のほうが過労死へ

追いやられる傾向が強いことがわかります。その背景には、家族のために失職を恐れたり、周囲から

昇進を期待されたりなど、「男らしさ」への社会的圧力があると考えられます。
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② ジェンダー研究の射程の広がり

「ジェンダー」は、性別役割や「らしさ」など、社会のなかでつくられる性別のことです。啓蒙後期

（ 世紀後半）のヨーロッパで、「男＝公（政治・経済）／女＝私（家庭）」という性別役割規範が登

厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書」 頁。

（ 年 月 日最終閲覧）

内閣府「男女共同参画白書令和元年版」 － － 図とⅠ－ － 図。

（ 年 月

日最終閲覧）

年には、専業主婦のいる世帯は 万世帯、共働き世帯は 万世帯であったが、 年には前者

は 万世帯、後者は 世帯となった。内閣府「男女共同参画白書令和元年版」 － － 図。

（ 年 月

日最終閲覧） 
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年、女性差別撤廃条約成立から半世紀を迎えます。これを見据えて、目下、国連では、ジ

ェンダー平等と女性のエンパワーメント が重視されています。これをよく表すのが、 年国連総

会で「国連女性機関（ ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関 ）」

が設立されたことでしょう。

国連女性機関は、「 アジェンダ」策定にも積極的に関わりました。その努力の結果、ジェンダ

ー平等は ｓの全目標を貫く課題とされています。「ジェンダー平等の実現と女性・女児のエンパ

ワーメントは、すべての目標とターゲットの進展において死活的に重要な貢献をするものである」

（「 アジェンダ」）。国連女性機関が 実現のための優先的課題として掲げているのは次の

つです。①女性のリーダーシップの向上と参画の増加、②女性に対する暴力の撤廃、③平和と安

全保障のあらゆる局面における女性の関与、④女性の経済的エンパワーメントの推進、⑤国家の

開発計画と予算におけるジェンダー平等の反映、です 。たとえば、④に関して、国連女性機関は

国連グローバル・コンパクト と協力して、「女性のエンパワーメント原則 」を提唱しました（ 年）。

これは、企業がジェンダー平等と女性のエンパワーメントを経営の核に位置付けて自主的に取り組

むための国際的な行動原則です。

④ 法・政策にジェンダー視点を−−ジェンダー主流化

法・政策の立案・決定・評価に必ずジェンダー視点を入れることを「ジェンダー主流化」と言いま

す。ジェンダー主流化は、 年に国連が開催した第 回世界女性会議（北京会議）で提唱され

ました。北京会議の成果文書である「北京行動綱領」（ 年）は、今日もっとも包括的なジェンダ

ー平等のアジェンダ（予定表）とされます。そこでは意思決定過程への女性参画の意義についてこ

う述べられています。「政治生活への女性の平等な参加は、女性の地位向上の過程全般において

中枢的な役割を果たす。意思決定への女性の平等な参加は、単に正義又は民主主義の要請とい

うにとどまらず、女性の関心事項が考慮されるための必要条件とも見なされ得る。あらゆるレベルの

意思決定への女性の積極的な参加及び女性の視点の組入れがなければ、平等、開発及び平和と

いう目標は達成できない 」（北京行動綱領、第Ⅳ章戦略目標及び行動）。

一般に、構成人数の ％を少数派が占めると意思決定に影響力を持つようになるとされます。こ

のような「 ％目標」は、国際社会では、国連経済社会理事会がナイロビ将来戦略（第 回世界女

性会議成果文書 年）を評価したさいの勧告で明記されました 年 。それは、「意思決定

レベルの地位における女性比率を 年までに ％にする」という目標でしたが、「ほとんど進展

「女性をたんに社会・経済転換の“犠牲者”や“受益者”と見るのではなく、変化を引き出す力（パワー）を持つ存

在と見て、その能力を備える（エンパワー）過程」をさす。井上他編『岩波女性学事典』（前掲注 ） 頁。

日本事務所 （ 年 月 日最終

閲覧）

国連グローバル・コンパクトからは「ビジネスと人権に関する国連フレームワーク」（ 年）が生まれ、「企業の社

会的責任」（本章Ⅰ １ （ ）参照）等に取り入れられた（ 年）。同フレームワークは、「ビジネスと人権に関する

指導原則」としてまとめられた（ 年）。

①トップのリーダーシップによるジェンダー平等の促進、②機会の均等、インクルージョン、差別の撤廃、③健

康、安全、暴力の撤廃、④教育と研修、⑤事業開発、サプライチェーン、マーケティング活動、⑥地域におけるリー

ダーシップと参画、⑦透明性、成果の測定、報告という 原則からなる。

総理府仮訳、出典：内閣府男女共同参画局

（ 年 月 日最終閲覧）



がなかった」（北京行動綱領 パラグラフ）ことへの反省を込めて、ジェンダー主流化が唱えられ

たのです。

こうした国際社会の動きに呼応して、日本でも 年に男女共同参画社会基本法が成立しま

した。同法は、「男女共同参画社会（政府の公式英訳では「ジェンダー平等社会

）」の実現を「二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題」（前文）と謳っています。

年に内閣府男女共同参画推進本部は、「社会のあらゆる分野において、 年までに指導

的位置に女性が占める割合を少なくとも ％程度とする目標」（いわゆる「 」目標）を決定し

ました。「 」目標は、第３次（ 年）、第４次（ 年）の男女共同参画基本計画にも盛り

込まれましたが、目標はほとんど達成されていません。現在の日本では、政治・経済・学術のすべて

の面にわたって、最高レベルの意思決定過程に女性がほとんど参画していないのです。

⑤ 女性のエンパワーメント

世紀社会では、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントは日本だけの課題ではありません。

多くの国がジェンダー平等の政策目標を定めて取り組んでいます。十分な取り組みをしないままだ

と、国どうしの格差は広がるばかりです。残念ながら、この 年間の日本ではジェンダー平等が停

滞し、欧米・アジア・アフリカ諸国との格差が広がっています 。

この格差を示す指標としてよく知られ、内閣府「男女共同参画白書」で毎年取り上げられるのが、

「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数」です。同指数には限界も多く、万能とは言えません。しかし、

このような指標が 年以降、十数年にわたって世界の政治・経済のトップが集う組織（世界経済

フォーラム）から毎年公表されているということは、ジェンダー平等達成度が国家や企業の国際的信

頼度の重要な目安になっていることを意味します。

グローバル・ジェンダー・ギャップ指数での日本の順位は、決して思わしくありません。この 年

間、総合順位が 位を上回ったことがないのです。グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート

（ 年）によれば、日本の総合順位は ヵ国中 位（スコアは ＝ に近づくほど

評価が高くなる）、政治分野 位（同 ）、経済分野 位（同 ）と過去最下位に沈み

ました 。日本はとくに政治分野のスコアが極端に低い現状です。

政治面ですが、衆議院議員の女性比率は ％で、 ヵ国中 位です。世界平均 ％

の半分以下にすぎません 。 世紀の 年間で ７各国とも順調に女性議員比率が上昇してい

ますが、日本のみ ％前後を低迷しています。

経済面ですが、日本でも就業者に占める女性比率は ％と他の国に劣りません。しかし、取

締役会に占める女性比率は、 ７ではフランスが ％とトップで、平均では約 ％、日本はわずか

％（ 年には ％）にとどまります 。 年の世界同時不況（リーマン・ショック）以降、役

員に女性がいる企業のほうが危機からの回復が早く、業績も良好であることが国際社会で共有され

この指数は、総合のほか、政治、経済、教育、健康の 分野で評価される。０が完全不平等、１が完全平等を

示す。

（ 年 月 日

最終閲覧）
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国連グローバル・コンパクトからは「ビジネスと人権に関する国連フレームワーク」（ 年）が生まれ、「企業の社

会的責任」（本章Ⅰ １ （ ）参照）等に取り入れられた（ 年）。同フレームワークは、「ビジネスと人権に関する

指導原則」としてまとめられた（ 年）。

①トップのリーダーシップによるジェンダー平等の促進、②機会の均等、インクルージョン、差別の撤廃、③健
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るようになりました。このデータは経済産業省や内閣府男女共同参画局でもしばしば紹介され、企

業トップの意識改革が促されています 。

学術面でも、全体として見れば、政治や経済と事態はさほど変わりません。日本学術会議は

年に 目標を達成しました 。しかし、教授職の女性比率は ％、研究者に占める女性

比率も ． ％であるのに対し、 諸国の多くは ％を超えています（ 年男女共同参画白

書）。 年の医学系入試の女性一律減点で明らかになったように、医学系の女子合格率は

～ ％が「ガラスの天井」となっています。ヨーロッパでは医師や法律家などの専門職は女性が過

半数を超えつつあります 。

％という目標は最終ではなく、スタートラインなのです。スタートラインをそろえることは、女性の

研究力が十分発揮され、正当に評価されるために必須です。公正処遇は、世代間不平等や人種・

経済格差・性の特徴などに基づく差別に悩んでいるすべての研究者に利益をもたらすでしょう。結

果的に、研究全体の質が上がることにつながるのです。

⑥ スタートラインをそろえる−−ポジティブ・アクション

「公正な社会」は、ジェンダー平等だけで実現するものではありません。しかし、ジェンダー平等抜

きで実現することもありません。男女を問わず、性比が著しく不均衡な構造が少数側の性に不合理

な不利益や抑圧をもたらす場合には、その不利益・抑圧を取り除き、男女が同じスタートラインに立

ち、チャンスを平等に活かせるように何らかの施策が必要です。これが「ポジティブ・アクション（積極

的改善措置）」です。したがって、ポジティブ・アクションは場面を問わずに男女の比率をそろえるこ

とを目指すものではなく、あくまで少数集団への機会保障によって「公正」をはかろうとする一時的

な措置です。その意味で、日本でポジティブ・アクションがもっとも有効かつ喫緊なのは、政治・経

済・学術の意思決定の場における女性比率の向上です（議員・企業役員・大学執行部等）。

日本政府は、国連女性差別撤廃委員会（ ）に対してこれまで８回報告書を出して審査を

受けています。 から出された総括所見（勧告）では、民法改正・刑法改正・包括的な性差

別禁止法の制定やポジティブ・アクションの導入、賃金差別の是正など、多くの課題を指摘され続

けています 。最近、日本でもポジティブ・アクションの法制化が進みはじめました。女性活躍推進

法（ 年）と候補者男女均等法（ 年）です。しかし、これらの法は強制力が弱く、実効性は

十分とは言えません。

組織の如何を問わず、女性の数が「自然」に増えることはありません。グローバル・ジェンダー・ギ

ャップ・レポート （ 年）によれば、世界のジェンダー・ギャップの解消まで 年かかるとさ

れています ３ 。 諸国に倣って期限付きの取締役クオータ制（役職の一定割合を女性に割り当

てる制度）を導入するとか（ 年取締役クオータ法によりフランスでは急速に女性役員比率が向

内閣府男女共同参画局「女性リーダー育成のためのモデルプログラムの効果の調査研究」 年 月。

日本学術会議は、現在の第 期（ ～ 年）に女性会員 名（ ％）と「 」目標を達成した。

女性連携会員は 名（ ％）である。

医師については、『男女共同参画白書』平成 年版。

（ 年 月

日最終閲覧）

外務省 （ 年 月 日最終閲覧）



上 ）、国会議員候補者について諸政党のいっそうの努力を求めるなど、具体的な解決策は比較

研究によって提案されています 。グローバル化によって国家を超えた人びとの移動が日常化して
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（２） だれもが安心して暮らせる社会へ―身近な暴力をなくそう

① 暴力は身近なところで起こる

女性や子どもに対する暴力は身近なところで起こります。ほとんどが家庭や職場・学校等（塾やク

ラブを含む）など「親しい／顔見知りの」人間関係のなかで起こるのです。「夜道を歩いていた女性

が見知らぬ男にレイプされる」というのは、典型的な「強姦神話」です。統計や聞き取りなどの調査

研究から確認される実態は、それとはまったく異なります 。また、多くの被害者が被害を届け出て

おらず、加害者は自らの罪に気づくことすらありません 。女性や子どもの安心・安全をはかるため

に必要なのは、家庭・職場・学校等における安全確保であり、躊躇なく被害を届け出る仕組みの整

備です。暴力防止策を国際水準に合わせることはまさに人命に関わる緊急課題であり、一刻も早

い法整備が求められます。

女性や子どもに対する体罰や強制・無視を伴う「しつけ」が、国際社会で明確に「暴力」として定

義されたのは 年頃のことでした。「子どもの権利条約」（ 年国連総会採択： 年日本

批准）は、締約国に虐待、搾取等からの子どもの保護を求めました（第 条）。「女性に対する暴

力撤廃宣言」（ 年国連総会採択）は、「女性に対する暴力」を広範に定義し（第 条）、夫婦間

レイプ、セクシュアル・ハラスメント、強制売春などを例にあげています（第 条）。

日本でも男女共同参画社会基本法の成立とともに、「法は家庭に入らず（家庭内の紛争解決は

家父長に委ねる）」という近代法の原則が見直され（ 年）、児童虐待防止法（ 年）、 防

止法（ 年）などが相次いで成立しました。しかし、暴力被害件数と摘発件数には大きな差があ

ります 。いまなお、家庭内における暴力の多くが「しつけ」や「愛情」の名のもとに裁かれないままと

なっています 。

② 国際社会では？

あらゆる暴力の廃絶は、 世紀国際社会の重要な課題です。 年の冷戦終結後に内戦が

相次ぎ、被害は女性・子ども・高齢者といった社会的弱者に集中しました。これらの内戦時にジェノ

サイト（民族抹殺）の手段とされたのが集団レイプや強制出産です。国際紛争・内戦を解決するた

めの常設機関として 年に設置された国際刑事裁判所の規程（ 規程： 年日本批准）

は、組織的な強姦・強制売春・強制妊娠などをはじめて「人道に対する罪」と定義しました（第７条）。

また、グローバル化にともなって世界規模で展開するようになった人身取引を防止するために人身

取引防止議定書が採択されました（ 年採択： 年日本批准）。人身取引の主な目的は、強

制売春、強制労働、臓器摘出とされます。これらの強制売春や強制労働は「現代奴隷制」と呼ばれ

ます。 報告書（ 年）によると、現代奴隷制の全世界の被害者数はおよそ 千万人、そのう

ち ％が女性・少女であり、強制結婚・強制売春に従事させられています。

内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成 年）によれば、これまでに無理やりに性交等された経験

につき、 回以上の被害経験がある女性は ％、男性は ％であった。また、被害経験がある者のうち、被害に

ついて「どこ（だれ）にも相談しなかった」者は、女性は ％、男性は ％となっている。内閣府「男女共同参

画白書令和元年版」。

（ 年 月

日最終閲覧）

男女共同参画白書の表を参照。



日本でも、 年代以降、東南アジアや中南米から人身取引でだまされ、多額の借金を負わさ

れて日本に移送された女性が売春を強要される事件が多発しました。ようやく 年に人身売買

罪が刑法に新設されました。人身売買罪成立後も人身取引がなくなったわけではありませんが、日

本はもはや人身取引の要警戒国ではなくなりました（ 年アメリカ国務省人身取引報告書）。

一方、国内の買売春を規制する売春防止法（ 年）は、制定された時代の制約を免れていま

せん。この法律は、買売春を禁止するものの、処罰するのは売春斡旋行為だけです。売春者として

想定されているのは女性に限られ、売春女性の保護更生をはかることを目的にしています。買春男

性は処罰されないため、売春営業が後を絶ちません。また、売春は風俗違反とみなされ、ヨーロッパ

諸国のように売春者を労働者（セックスワーカー）として保護する制度もありません。このように、明確

に「性の二重基準」（性規範が男性には甘く、女性には厳しい）をはらむ法を 世紀社会に存続さ

せるべきではないでしょう 。

③ 年ぶりの刑法性犯罪規定の改正――国際人権基準に則したさらなる改正を

年、刑法の性犯罪規定が改正されました。刑法は 年に制定されましたから、 年ぶ

りの大改正です。その結果、「強姦罪」は「強制性交等罪」に変更され、被害者の性別も問われなく

なりました。旧法では被害者は女性のみとされていましたので、男性・男児への性暴力は刑が軽い

強制わいせつ罪にしか問えなかったのです。また、子どもへの性的虐待が犯罪とされました（監護

者性交等罪等の新設）。

しかし、まだ多くの課題が残されています。何よりも重要であるのは、国際人権基準に従って「同

意の有無」を犯罪成立の中核に据えることです 。日本では、「同意の有無」ではなく、「暴行又は

脅迫の有無」が犯罪成立の要件とされています。酒や薬剤を飲まされて意識を失った状態では「暴

行又は脅迫」がなかったこととされ、無罪判決が出やすくなるのです。このため、刑法改正後の

年にも無罪判決が相次ぎました。 上で被害者（おもに女性）の「落ち度」を責めるケース（セカン

ド・レイプ）も後を絶ちません。ほかにも、性交同意年齢（ 歳）の引き上げ（欧米の多くは 歳以

上）、子どもに対する性犯罪については時効をなくし、被害者が大人になってから加害者を告発で

きるようにする手続の保障、夫婦間レイプの犯罪化などが改正課題です。性犯罪は「 」と言えな

い人間関係を利用して行われる悪質な人権侵害です。こうした実態に即した被害者保護が必須で

す 。

④ は犯罪

（配偶者間暴力）は、夫婦げんかではありません。 は、力関係が固定しているなかで強者

が一方的に弱者をいじめる人権侵害であり、国際人権基準では「犯罪」です。

日本では、夫婦間で暴力を受けた経験は女性では ～ 人に 人、男性でも 人に 人に上り

ます。この数値は毎年ほとんど変わりません 。 は、ごくありふれた暴力なのです。しかし、その日

常性ゆえに、しばしば被害者も加害者も だと自覚しません。暴力が激しくなった場合でも、被害

日本学術会議法学委員会ジェンダー法分科会、社会学委員会ジェンダー政策分科会、同ジェンダー研究分

科会「 提言 『同意の有無』を中核に置く刑法改正に向けて―性暴力に対する国際人権基準の反映―」 年

月予定。

各年版の内閣府『男女共同参画白書』に掲載されている表を参照。
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につき、 回以上の被害経験がある女性は ％、男性は ％であった。また、被害経験がある者のうち、被害に

ついて「どこ（だれ）にも相談しなかった」者は、女性は ％、男性は ％となっている。内閣府「男女共同参

画白書令和元年版」。

（ 年 月

日最終閲覧）

男女共同参画白書の表を参照。
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者が暴力のサイクルから逃げ出すことはきわめて困難です（ サイクル論 ）。被害者は、自分が

悪いと自分を責める傾向が強いからです。

根絶のために必要なのは、被害者が早期に 被害に気づくよう支援し、加害行為を適正

に処罰した上で加害者の更生をはかることです。現行の 防止法は、被害者保護を定め、相談

に応じ、被害者を加害者から一定期間引き離して逃げるための時間を保障しますが 保護命令 、

加害者の処罰も更生も定めていません。アメリカやカナダには 法廷があり、有罪の場合には罰

金刑のかわりに 講習を受け、反省を促されます。有罪判決を受けた加害者の半数が を繰り

返さなくなると指摘されています 。このような比較研究の知見を市民社会が共有し、法・政策に

積極的に活かすことが望まれます。

⑤ 年ハラスメント禁止条約の成立――日本はどうする？

ハラスメントには多様なタイプがあります 。日本では、ハラスメント規定は労働法に含まれ、刑事

法には属しません。男女雇用機会均等法及び厚労省ガイドライン等では、雇用主のハラスメント防

止義務が定められるだけであり、ハラスメント禁止規定そのものはなく、ハラスメント加害者の処罰規

定も存在しません。ハラスメント行為のうち、性犯罪は刑法で裁かれ、損害賠償を求めて民事訴訟

を提起できますが、顔見知りの間の性的関係には暴行脅迫要件が適用されにくく無罪判決が出や

すいのが現状です。また、損害賠償額は総じて低額です。職場のハラスメントは、就業規則に従っ

て懲戒処分の対象とされますが、訴訟になるのを警戒して処分は軽くなりがちです 。

年、パワハラ防止法が成立しましたが、ここにも処罰規定はありません。同年、 総会で

は、ハラスメント禁止条約が成立しました。同条約はハラスメントをかなり広範に定義しており、条約

批准には、処罰規定を含むハラスメント禁止法の制定が義務づけられています。ハラスメントが人権

侵害であるとの国際理解を共有し、ハラスメント禁止条約の批准とハラスメント禁止法の制定が急務

です 。

⑥ 心理的虐待が増えている――児童虐待

児童虐待防止法は、身体的暴力、性的暴力、ネグレクト、心理的（精神的）暴力からの「児童」

（ 歳未満）の保護を掲げています（第２条）。児童虐待相談件数は増えていますが、これは虐待

が増えているのではなく、虐待が可視化され、虐待に対する認識が高まっている兆候です。相談事

業から浮かび上がるのは、実母による虐待がもっとも多いということです 。最近は、心理的虐待の

件数が急増しています。子どもは、暴力にさらされても、それを暴力と気づかなかったり、抵抗する

すべを知らなかったりします。また、必死で親をかばうケースも少なくありません。虐待防止と早期解

決には、親子を地域社会から孤立させないこと、児童相談所職員の専門職化を進めることに加え

「 サイクル論」とは、加害者と被害者の間で「ハネムーン期→緊張蓄積期→暴力爆発期」が繰り返されること

をいう。

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメントなどである。学

校・大学等については、アカデミック・ハラスメント、キャンパス・ハラスメント、スクール・ハラスメントという語も使われ

る。

日本学術会議法学委員会ジェンダー法分科会「 記録 ハラスメント防止に向けて」 年 月予定。

厚生労働省、 （ 年 月 日最終閲覧）



て、親子関係の特徴によって差別的な取り扱いをしないことや女性に「母性」を強要しないことが肝

要です 。

⑦ ジェンダー教育と性教育の拡充を

暴力撤廃には、学校・大学でのジェンダー視点に基づいた性教育が不可欠です。しかし、新し

い学習指導要領ではジェンダー教育も性教育も重視されていません。子どもの性被害は女児に限

りません。男児もしばしば被害にあっています。男児の性被害は女児以上に表面化しにくいとされ

ます。親や教師・指導者が加害者である場合、子どもが被害を自覚しないこともしばしばです。北欧

のように、性暴力から身を守るための具体的な方法を小学校から教育することは子ども自身のため

に必要です 。

日本における暴力廃絶の取り組みの不備と課題については、国連女性差別撤廃委員会

（ ）から何度も勧告を受けてきました 。とりわけ重要な勧告は、「包括的な性差別禁止法を

制定せよ」という要請です。しかし、これについては、国会でもほとんど議論されていません。

など国連人権諸機関から指摘された個別の事項についても、いくつかは改善されましたが、

根本的な解決には至っていません。今後の喫緊の課題です。

（三成 美保 奈良女子大学副学長・教授（研究院生活環境科学系））
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児童虐待防止法は、身体的暴力、性的暴力、ネグレクト、心理的（精神的）暴力からの「児童」
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が増えているのではなく、虐待が可視化され、虐待に対する認識が高まっている兆候です。相談事

業から浮かび上がるのは、実母による虐待がもっとも多いということです 。最近は、心理的虐待の

件数が急増しています。子どもは、暴力にさらされても、それを暴力と気づかなかったり、抵抗する

すべを知らなかったりします。また、必死で親をかばうケースも少なくありません。虐待防止と早期解

決には、親子を地域社会から孤立させないこと、児童相談所職員の専門職化を進めることに加え

「 サイクル論」とは、加害者と被害者の間で「ハネムーン期→緊張蓄積期→暴力爆発期」が繰り返されること

をいう。

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメントなどである。学

校・大学等については、アカデミック・ハラスメント、キャンパス・ハラスメント、スクール・ハラスメントという語も使われ

る。

日本学術会議法学委員会ジェンダー法分科会「 記録 ハラスメント防止に向けて」 年 月予定。

厚生労働省、 （ 年 月 日最終閲覧）
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（３） 性的指向や性自認にもとづく差別の解消

① 身近にいる の人びと

「性的指向について、教員や同級生がおかしいものと話したり、『うちの学校にはいない』と言わ

れ、何も言い返すことができなかった」。「学校や教科書で多様な性に関して適切な情報を得られ

ず、相談できる場所もなかった。インターネット上で情報を探しても不正確なものばかりで、『誰かに

バレたら生きていけない』、『大人になれない』と思った 」。

これは、 （いわゆる「性的マイノリティ」）の人びとが感じる「困りごと」のごく一例です 。学

校が差別の温床となり、教員ですら加害者になっている実態が浮かび上がってきます。 の人

びとの割合を示す公的な全国調査はありません。 （ アセクシュアル［無性愛］）は ％、

（ ［性別が決まらない人・性別を決めない人］）を含めて ％ 年大阪市調

査 という数値が現時点ではもっとも信頼度が高いと思われます 55。しかし、身近に一定数の

が存在すること、これらの人びとのなかには、生活・教育・雇用などで直面する社会的障

壁のゆえに、困難を抱える人が少なくないことを十分に理解しておかねばなりません。

近年、「性的指向（ ＝性愛の対象がどの性に向くか）」と「性自認（

＝どの性に属するか）」の総称として「 （ソジ）」という言い方が使われるようになりました。

セクシュアリティの問題はあらゆる人に関わるという考え方を反映しています。未来に向け、性的指

向・性自認（ ）に基づく差別の解消を進める必要があります 。

② 国際社会と日本の課題

世紀の国際社会では、 の権利保障をめぐって対応が二極化しています。国連では、

の包括的権利保障を目指す動きが活発になっています。現在もっとも包括的な 権利

保障原則とされる「ジョグジャカルタ原則」（ 年）を 年に国連人権理事会が承認したのを

皮切りに、 年には第 回国連人権理事会で 権利保障に関する初の決議が採択され

ました。その後、国連人権諸機関で、 の権利保障をめぐる共同声明や取り組みが進められて

います。同性間の婚姻（同性婚）も、 年のオランダを最初に次々と認められています。しかし一

方で、世界には、同性間性交を死刑相当の犯罪と定める国がいくつも存在します 。

日本政府は、国連人権理事会決議や人権諸機関の取り組みに積極的に賛同してきました。国

内でも、 年以降、与野党で 理解増進法／ 差別解消法の検討・法案提出の動き

が始まっています。東京オリンピック憲章には、性的指向に基づく差別の禁止が明記されています。

同性パートナーシップ制度の導入など、自治体の取り組みも活発になっています。しかし、 差

法連合会「困難リスト」第３版、 年。

という呼称の是非については、さまざまな議論がある。そもそも「 」という性的指向と「 」という性自認

はまったく異なる性の特徴であり、一緒にすべきではないという意見も強い。 という語が日本のマスコミで広ま

るのは、 年夏に二つの著名な経済誌が を特集して後のことであった。 への注目は、「購買意欲

が高い の市場は数兆円規模」という経済的関心が先行した結果、人権問題としての関心が後付けになった

ことは、さまざまな問題をはらむことになった。

「大阪市民の働き方と暮らしの多様性と共生にかんするアンケート」（ 年 月〜 月実施）

（ 年８月 日最終閲覧）。ただし、この「 」の選択には多様な意図があると思われるため、 ％を

性的マイノリティの比率としてとらえるのは困難である。なお、民間のインターネット調査によれば、 の比率

は８～９％とされる。たとえば、 ％ 電通 年 、 ％ 連合 年 など。しかし、これらは 調査結果であ

り、人口比率を示すものとは言いがたい。 



別の解消に向けた日本の取り組みは、いまなお十分とは言えません 。このことは、国連人権諸委

員会から再三にわたって勧告を受けています 。とくに急がれる課題が二つです。①「性同一性障

害者の性別の取扱いの特例に関する法律」（以下、「特例法」という。）の改正あるいは廃止（新法

制定）、②包括的な 差別解消法の制定です 。これらはいずれも国連人権諸機関の動向に

即したものであり、日本政府に対する国連諸委員会の勧告を果たすことを意味します 。

③ トランスジェンダーの権利保障

特例法は、現在、日本で唯一の 法です。生まれてすぐに「割り当てられた性」（一般に「身

体的性別」と一致）に対して違和感をもつトランス女性やトランス男性が法に定める５要件のすべて

を満たした場合には、法的性別（戸籍）の変更を認めるというものです。しかし、この法律には重大

な問題が２つあります。

第１に、「性同一性障害」という用語はもはや国際社会では使われていません。性別違和感は

「障害」ではないからです。今では「性別不合」が用いられます。

第２に、性別変更要件が厳しすぎます。法的性別変更に不妊手術や性別適合手術（外性器の

外科的変更）を強制することは、 など国連 機関の共同声明によって「人権侵害」と明言さ

れています （ 年）。実際、手術による身体変更を望む者は、日本でも欧米でもトランスジェン

ダーの２～３割にすぎません。調査では、小学校入学前に性別違和感を自覚する子どもが多いとさ

れます 。たとえばドイツでは、医師の診断書があれば、 歳以降、本人の意思で法的性別と名

前を変更できますし、不妊手術も性別適合手術も不要です。

性別違和感をもつ子どもは、いじめ等が原因で自殺を考える率が高いことが調査によって明らか

となりました。 年、文部科学省は初等中等学校向けに通知を出し、トランスジェンダー児童生

徒への配慮を求めました。しかし、性的指向の自由の保障は停滞しています。保健の学習指導要

領の改訂（ 年）に際して、パブリックコメントの約 ％を占めていた「多様な性のあり方」を追加

すべきとの意見が反映されず、異性愛を前提とする記述は変更されませんでした 。

④ 包括的な 差別解消法を目指して

では、 年､ 年の日本はどうあるべきでしょうか。ヨーロッパの先進的な例によれば、包括

的な 差別解消法には、「尊厳としてのセクシュアリティの位置付け」、「身体変更を強制されな

い権利の保障」、「婚姻の性中立化（同性間の婚姻の承認）」、「教育による 理解の増進」、

「職場での ハラスメントの禁止」などが盛り込まれています。日本の法改正を検討するにあた

って大いに参考になると思われます。

パリ原則にもとづく国内人権機関の設置に関する勧告・要請等について、法務省ウェブサイトに一覧が掲載さ

れている。 （ 年 月 日最終閲覧）

日本学術会議法学委員会 権利保障分科会「（提言）性的マイノリティの権利保障をめざして（Ⅱ）――ト

ランスジェンダーの尊厳を保障するための法整備に向けて」 年 月予定。

（世界保健機関）、国連合同エイズ計画（ ）、国連人口基金（ ）、国連開発計画 、

国連人権高等弁務官事務所（ ）、国際連合人権高等弁務官事務所（ ）「強制・強要された、また

は不本意な不妊手術の廃絶を求める共同声明」（

）（ 年 月 日）

（ ）（ 年

月 日最終閲覧）

（３） 性的指向や性自認にもとづく差別の解消
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「性的指向について、教員や同級生がおかしいものと話したり、『うちの学校にはいない』と言わ

れ、何も言い返すことができなかった」。「学校や教科書で多様な性に関して適切な情報を得られ

ず、相談できる場所もなかった。インターネット上で情報を探しても不正確なものばかりで、『誰かに

バレたら生きていけない』、『大人になれない』と思った 」。

これは、 （いわゆる「性的マイノリティ」）の人びとが感じる「困りごと」のごく一例です 。学

校が差別の温床となり、教員ですら加害者になっている実態が浮かび上がってきます。 の人

びとの割合を示す公的な全国調査はありません。 （ アセクシュアル［無性愛］）は ％、

（ ［性別が決まらない人・性別を決めない人］）を含めて ％ 年大阪市調

査 という数値が現時点ではもっとも信頼度が高いと思われます 55。しかし、身近に一定数の

が存在すること、これらの人びとのなかには、生活・教育・雇用などで直面する社会的障

壁のゆえに、困難を抱える人が少なくないことを十分に理解しておかねばなりません。

近年、「性的指向（ ＝性愛の対象がどの性に向くか）」と「性自認（

＝どの性に属するか）」の総称として「 （ソジ）」という言い方が使われるようになりました。

セクシュアリティの問題はあらゆる人に関わるという考え方を反映しています。未来に向け、性的指

向・性自認（ ）に基づく差別の解消を進める必要があります 。

② 国際社会と日本の課題

世紀の国際社会では、 の権利保障をめぐって対応が二極化しています。国連では、

の包括的権利保障を目指す動きが活発になっています。現在もっとも包括的な 権利

保障原則とされる「ジョグジャカルタ原則」（ 年）を 年に国連人権理事会が承認したのを

皮切りに、 年には第 回国連人権理事会で 権利保障に関する初の決議が採択され

ました。その後、国連人権諸機関で、 の権利保障をめぐる共同声明や取り組みが進められて

います。同性間の婚姻（同性婚）も、 年のオランダを最初に次々と認められています。しかし一

方で、世界には、同性間性交を死刑相当の犯罪と定める国がいくつも存在します 。

日本政府は、国連人権理事会決議や人権諸機関の取り組みに積極的に賛同してきました。国

内でも、 年以降、与野党で 理解増進法／ 差別解消法の検討・法案提出の動き

が始まっています。東京オリンピック憲章には、性的指向に基づく差別の禁止が明記されています。

同性パートナーシップ制度の導入など、自治体の取り組みも活発になっています。しかし、 差

法連合会「困難リスト」第３版、 年。

という呼称の是非については、さまざまな議論がある。そもそも「 」という性的指向と「 」という性自認

はまったく異なる性の特徴であり、一緒にすべきではないという意見も強い。 という語が日本のマスコミで広ま

るのは、 年夏に二つの著名な経済誌が を特集して後のことであった。 への注目は、「購買意欲

が高い の市場は数兆円規模」という経済的関心が先行した結果、人権問題としての関心が後付けになった

ことは、さまざまな問題をはらむことになった。

「大阪市民の働き方と暮らしの多様性と共生にかんするアンケート」（ 年 月〜 月実施）

（ 年８月 日最終閲覧）。ただし、この「 」の選択には多様な意図があると思われるため、 ％を

性的マイノリティの比率としてとらえるのは困難である。なお、民間のインターネット調査によれば、 の比率

は８～９％とされる。たとえば、 ％ 電通 年 、 ％ 連合 年 など。しかし、これらは 調査結果であ

り、人口比率を示すものとは言いがたい。 
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年、日本でもパワハラ防止法のガイドラインに、 ハラスメント禁止とアウティング（暴露

行為）禁止が盛り込まれました。教育と雇用・労働における 差別禁止は、法律ではなく、ガイ

ドラインや通知という形式をとるとはいえ、一定の対応が進められています。しかし、婚姻の性中立

化 同性間の婚姻の承認 に向けた動きは鈍いと言えます 。 年以降、自治体が同性パート

ナーシップ制度を導入しはじめましたが、法律でないため法的拘束力はありません。しかし、最新調

査（ 年）では、同性婚に対して、 ％が「賛成」「やや賛成」と答えています 。 年、台湾

は、アジアではじめて同性間の婚姻を認めました。世界では、同性間の婚姻を認める国が ヵ国

以上に上っています。日本もまた、同性間の婚姻を含めた 差別解消をはかり、ダイバーシテ

ィの実現を旨とする共生・包摂社会を目指すことが肝要です 。

（三成 美保 奈良女子大学副学長・教授（研究院生活環境科学系））

【参考文献】

  法連合会編『日本と世界の の現状と課題―― と人権を考える』かもがわ出

版、 年

  日本学術会議法学委員会 の権利保障分科会「（提言）性的マイノリティの権利保障を

めぐってー婚姻・教育・労働を中心に」 年 月

  三成美保編『同性愛をめぐる歴史と法――尊厳としてのセクシュアリティ』明石書店、 年

  三成美保編『 の雇用と労働――当事者の困難とその解決方法を考える』晃洋書房、

年

  谷口洋平『 をめぐる法と社会』日本加除出版、 年

  中塚幹也『封じ込められた子ども、その心を聴く――性同一性障害の生徒に向き合う』ふくろう

出版、 年

  三成美保編『教育と をつなぐ――学校・大学の現場から考える』青弓社、 年

  二宮周平編『性のあり方の多様性 一人ひとりのセクシュアリティが大切にされる社会を目指し

て』日本評論社、 年

  「特集Ⅱ： 性的マイノリティ の権利保障――差別禁止法・理解増進法の動きと今後の

課題」『ジェンダーと法』（ジェンダー法学会） 号、 年

石田仁、岩本健良、釜野さおり「同性婚に関する意識調査―結果速報」 年 月、

（ 年 月 日最終閲覧）



（４） 障がい者差別の解消に向けて

① 国連条約と国内法の整備

共生社会を形成するひとつの軸として、障がいのある人と障がいのない人との共生があげられま

す。それを実現するために、 年に国連で採択された「障害者権利条約」に沿って、国内法が

整備されてきました。

同条約の目的は、「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享

有を促進し、保護し、確保すること並びに障害者の固有の尊厳を促進すること」とされていますが、

障がいの見方についても、新たな視点を提供しています。つまり、それまでの障がいのある人自身

の心身の機能面に焦点を当てた「医学モデル」だけでなく、障がいは主に社会によってつくられた

障がい者の社会への統合の問題であるという、「社会モデル」が加えられました。それはたとえば、

足に障がいのある人が建物を利用できない場合に、そのことを「足が悪い」という個人の障がいを原

因とするのではなく、段差があることなどを「社会的障壁」として、社会的にその改善をはかるという

見方です 。

差別の解消に関して、同条約は、障害にもとづくあらゆる差別を禁止するとともに、障がい者への

差別となる既存の法制度を廃止・撤廃するための適切な措置をとることも明示しています。また、

「合理的配慮」という措置が導入されましたが、それは、「障がいのある人が、社会的障壁を取り除く

ために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応

すること」を意味しています 。

日本政府は、同条約を 年に批准しましたが、その準備段階において、障害者基本法が改

正されました（ 年）。また、障害者総合支援法の成立（ 年）、障害者差別解消法の成立

（ 年）、障害者雇用促進法の改正（ 年）など、国内法の成立・改正が続けて行われました。

そのなかで、差別の解消については、障害者基本法の差別禁止規定にもとづき、 年より施

行された障害者差別解消法に、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が示され

ています。また、雇用分野については、障害者雇用促進法に差別禁止規定が明記されました。

② 当事者と市民の視点に立った差別解消への取り組み

しかし、法規定が置かれたとはいえ、差別がすぐに解消されるわけではありません。内閣府が

年に、 歳以上の人々 人を対象に実施した「障害者に関する世論調査」の結果を見る

と、障害者権利条約についても障害者差別解消法についても「知らない」と回答している人々がそ

れぞれ 割近くに上っています 。

また、東京都が 年度に実施した「障害者の生活実態」調査（面接聞き取り調査： 歳以上

の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者の合計 人を対象）においても、障

がい者に対する理解の不足や、差別と偏見が少なからず残されていることが、自由回答の記述の

なかに見出せます。そのなかでも、有給休暇がとれないことや仕事を教えてもらえないこと、また、情

報が遅れて伝わることなど、職場における人間関係の問題は深刻です。前回調査からみますと、障

がいの種類を問わず、就労する人の数が増えていますが、そのいっぽうで生じている「職場のハラス

メント」が、障がいのある人々の就労をつうじた自立や社会参加のバリアとなっているようすがうかが

えます 。

年、日本でもパワハラ防止法のガイドラインに、 ハラスメント禁止とアウティング（暴露

行為）禁止が盛り込まれました。教育と雇用・労働における 差別禁止は、法律ではなく、ガイ

ドラインや通知という形式をとるとはいえ、一定の対応が進められています。しかし、婚姻の性中立

化 同性間の婚姻の承認 に向けた動きは鈍いと言えます 。 年以降、自治体が同性パート

ナーシップ制度を導入しはじめましたが、法律でないため法的拘束力はありません。しかし、最新調

査（ 年）では、同性婚に対して、 ％が「賛成」「やや賛成」と答えています 。 年、台湾

は、アジアではじめて同性間の婚姻を認めました。世界では、同性間の婚姻を認める国が ヵ国

以上に上っています。日本もまた、同性間の婚姻を含めた 差別解消をはかり、ダイバーシテ

ィの実現を旨とする共生・包摂社会を目指すことが肝要です 。

（三成 美保 奈良女子大学副学長・教授（研究院生活環境科学系））

【参考文献】

  法連合会編『日本と世界の の現状と課題―― と人権を考える』かもがわ出

版、 年

  日本学術会議法学委員会 の権利保障分科会「（提言）性的マイノリティの権利保障を

めぐってー婚姻・教育・労働を中心に」 年 月

  三成美保編『同性愛をめぐる歴史と法――尊厳としてのセクシュアリティ』明石書店、 年

  三成美保編『 の雇用と労働――当事者の困難とその解決方法を考える』晃洋書房、

年

  谷口洋平『 をめぐる法と社会』日本加除出版、 年

  中塚幹也『封じ込められた子ども、その心を聴く――性同一性障害の生徒に向き合う』ふくろう

出版、 年

  三成美保編『教育と をつなぐ――学校・大学の現場から考える』青弓社、 年

  二宮周平編『性のあり方の多様性 一人ひとりのセクシュアリティが大切にされる社会を目指し

て』日本評論社、 年

  「特集Ⅱ： 性的マイノリティ の権利保障――差別禁止法・理解増進法の動きと今後の

課題」『ジェンダーと法』（ジェンダー法学会） 号、 年

石田仁、岩本健良、釜野さおり「同性婚に関する意識調査―結果速報」 年 月、

（ 年 月 日最終閲覧）
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今後は、差別解消をめざす法制度への周知度を高めるとともに、当事者の声を集めて、それにも

とづいて現状の問題点をひとつひとつ明確にしながら、法の趣旨と目的を実効性のあるものとして

いくことがもとめられます 。そうすることが、障害者権利条約採択までの過程で障がいのある人々

が用いた「私たちのことを私たち抜きで決めないで」 というスローガ

ンにあらわれたように、エンパワーメントの発揮にもつながるものと考えられます。

また、未来に向けて、「全世代型社会保障」を構築するための議論も始まっていますが、そこにも

当事者と市民の視点が不可欠です。政府に設置された「全世代型社会保障検討会議」が、

年末には、将来の社会保障制度のあり方について最終報告を公表する予定です 。

同検討会議の先の中間報告で示された改革案は、「多様性」をキーワードにして、「人生 年

時代の到来を踏まえて、働き方を含めた改革を行っていくもの」とされており、障がいのある人々や

難病の人々も皆が包摂され、活躍できる社会がめざされています 。

「すべての世代が安心できる社会保障制度」が、たんに高齢者と若者の世代間の分配の問題に

とどまらず、障がいのある人のニーズにも対応できるように、ノーマライゼーションの理念を根底にす

えた議論が、今後ますます必要になってくると思われます。

（廣瀬 真理子 放送大学客員教授）

【参考文献】

  外務省『障害者権利条約』外務省、 年

  松井亮輔 「障害者をめぐる国際動向 」 『障害保健福祉研究情報システム』 年

（ 閲

覧日： 年 月 日）

  内閣府「障害者に関する世論調査」 年

（ 閲覧日： 年 月

日）

  東京都「障害者の生活実態」 年

（ 閲覧日： 年 月 日）

  松井亮輔・岩田克彦編『障害者の福祉的就労の現状と展望：働く権利と機会の拡大に向けて』

中央法規、 年

  全世代型社会保障検討会議「全世代型社会保障検討会議第 次 中間報告 案 」 年

（ 閲覧日： 年 月 日）

  全世代型社会保障検討会議「全世代型社会保障検討会議中間報告（案）」 年

（ 閲覧日： 年 月 日）



（５） 原発被災からの再生・再建

① 未来に引き継がれるべき再生・再建の経験

年 月 日に発生した東日本大震災は地震被害・津波被害・原発事故という未曽有の

「複合災害」をもたらしました。この複合災害とその復旧・復興の記録は後世に語り継がれていかな

ければなりません。しかし地震・津波という自然災害と原子力事故という人為災害とを包括する「複

合災害」というとらえ方は、ともすれば原発事故原因を自然災害に帰着しかねず、これが人為災害

における当事者責任を曖昧にする要因にもなっています。原発事故はスリーマイル島炉心溶融事

故 年 であれ、チェルノブイリ 号暴走事故（ 年）であれ、 臨界事故 年 であ

れ、福島第一 ～ 号炉心溶融事故（ 年）であれ、いずれも技術的・操作的な原因によって発

生しています。人為災害としての原発事故は明確な公害であり、東京電力という業者の責任だけで

なく、エネルギー政策として原発を推進してきた国の責任も厳しく問われなければなりません［ ］。

国際原子力・放射線事象評価尺度ユーザーマニュアルに掲載されているレベル４（局所的

な影響を伴う事故）以上の事故は、 年以降、 件発生しています。スリーマイル島事故以降、

レベル 以上の原発事故は 数年に 回の頻度で発生していますし、広範囲の健康および環境

への影響を伴う放射性物質の大規模な放出をもたらした福島第一の「深刻な事故」（レベル７）は、

チェルノブイリ事故から 年目に発生しました［ ］。世界の商業原子炉の状況（ 年末）は、運

転可能炉が 基、建設中炉が 基であり、 年に閉鎖した原子炉は 基でした。商業原子

炉は、特にアジアや東欧・ロシアの建設中が多く、世界的には年々増加しており、原発事故の頻度

も高くなることが懸念されます［ ］。チェルノブイリ原発事故によって放射能汚染を強いられた汚染

地域の被災住民への支援体制については、避難・移住権利、心身健康管理、生活・医療保障な

どがチェルノブイリ基本法としてとりまとめらており、福島第一原発事故による支援体制づくりでは参

考となりましたが、福島第一原発事故からの被災者や被災地の再生や再建の経験と教訓は、未来

に引き継がれていかなければなりません［ ］。

② 負の経験を良い経験に転換を

福島第一原発事故は、広範囲な陸域と海域に放射能汚染をもたらし、陸域のうち空間放射線

量が高く、低線量被曝が健康に影響をもたらすと危惧される福島県双葉・相馬・伊達地域の全部

あるいは一部に、避難区域（警戒区域・計画的避難区域・特定避難勧奨地点）や避難指示区域

（帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域）が設定され、当該区域住民は区域外

避難を強いられています［ ］。また区域外住民であっても、本人や家族（特に子ども）の放射線被ば

くによる健康影響を危惧して、主として福島県外に自主的に避難した人たちが多くいます。原発事

故関係で福島県内外に避難した人たちは、 年 月には 万人に達しました。 年 月
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得なくなり、着の身着のままで郡山市や福島市に避難することになってしまった人たちも多くいまし

た。原子力防災計画には避難計画も盛り込まれていますが、また防災の日には防災訓練が行われ

ていましたが、「原発安全神話」が行き届いていたため真剣みのない行事として扱われていました。

東京電力福島第一原子力発電所事故の経験はこれまでの原子力防災避難計画が住民の避難に

ほとんど役立たないことを明確にしました［ ］。

原発事故災害による避難の特徴は、家族や地域社会のつながりを分断する逃散的かつ広域的

な避難行動にあります［ ］。福島県双葉郡や相馬郡の住民の多くは、多世代の家族とともに広い

戸建住宅に住んでいました。しかし原発事故避難の過程で家族がバラバラになったケースが多く見

られ、体育館等の避難所に避難しても、そこでは仕切りがなくプライバシーが守られない状況で避

難生活に長期間おかれることになりました。後に震災関連死という言葉の括りになりましたが、高齢

者や病弱者が犠牲者となり、女性や身障者もつらい思いをいだきながら厳しい避難生活を余儀なく

されました［ ］。災害列島であるこの日本において、多くの災害や避難経験を重ねてきているにもか

かわらず、避難所というスペースは全くといってよいほど改善はされていなかったのです。東日本大

震災の経験からプライバシーやジェンダーに配慮した段ボールやカーテンによる仕切りが導入され

ていますが、全く不十分であり、抜本的に改善されなければなりません。

改善されなければならないのは、応急仮設住宅についても同様です。応急仮設住宅は災害救

助法に、 戸当たり平均約 ㎡を標準、 万円以内を限度とし、供与期間 年以内と規定され

ています［ ］。限度額は実際には福島県で 万円でしたが、避難者が震災前に住んでいた住宅

に比較して極めて狭く、そのため多世代家族が世代毎に分断されることになりました。しかも原発被

災者の場合には応急仮設住宅への入居にあたりコミュニティ形成が優先されなかったことから、見

知らぬ世帯が隣り合わせとなり、団地内での人間関係が希薄となり、震災関連死を増やす要因とも

なったのです。こうした負の経験を良い経験に転換させるためには、何よりも画一的な兵舎的空間

配置の「応急仮設」という考え方を変える必要があります。東日本大震災では応急仮設住宅の供

給が間に合わなかったことから、民間アパート等を活用した「見なし」としての借上住宅が多く採用さ

れ、熊本地震では建設型ではなく借上型の仮設住宅の供給が主力となっています。例え短期間で

の避難生活であったとしても、コミュニティとしての互助や交流を促進できる建屋及びその空間配置

としなければなりません［ ］。

③ 「戻れない／戻らない」

原発災害の場合、区域内避難者は避難指示区域の種別によって、避難元への帰還の時期が

異なります。居住制限区域は 年間、帰還困難区域は 年間以上の期間、一時的な場合を除き、

避難元で日常的な生活を送ることはできません。国は 年 月に「福島復興再生特別措置法」

を制定し、避難先自治体では長期避難者の生活拠点を形成すること、帰還先自治体では住民の

帰還促進を図ることを内容とする「福島復興再生基本方針」を、同年 月に閣議決定しました。ま

た同年 月には新設された復興庁が、避難 市町村地区を対象とし概ね 年後の復興の姿と

国の取組姿勢を取りまとめた「グランドデザイン」を公表し、避難指示が解除された区域については

年 月に「早期帰還・定住プラン」が策定されました［ ］。他方、原発事故被災者の不安を

解消し、安定した生活を実現しようとする包括的な支援を行うために 年 月に「子ども・被災

者支援法」が制定され、空間放射線量が一定の基準以上ある対象地域内で生活する者や避難先



で生活する者、対象地域に帰還する者など、どこに住んでも同等の行政サービスや支援を受けら

れることになりました。

復興庁や福島県や大学等が実施した各種アンケート調査結果からは、避難先での避難生活で
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帰還するか帰還しないかの意思決定には、避難者の複雑な思いが交錯しています。復興庁が

実施している「住民意向調査」の結果（ 年～ 年）［ ］をみると、避難指示が早くに解除さ

れた市町村地区ほど「戻っている」「戻りたい」と回答する比率が高く、田村市都路地区、楢葉町、

川内村では 割前後になっています。これに対してなお帰還困難区域を多く抱える浪江・双葉・大

熊・富岡町では帰還希望は 割台にとどまっています。逆に「戻らない」と回答している比率は、浪

江・双葉・大熊・富岡町では ～ 割台と高く、避難指示が解除された市町村地区では低くなって

います。そして「まだ判断がつかない」等の態度を保留している住民の比率が 割から 割台にあ

る避難指示区域を抱える町村に、避難先への移住かあるいは被災元への帰還かという二者択一を

迫る政策判断は正しくありません。日本学術会議による「複線型復興」［ ］［ ］［ ］［ ］や「第三

の道」［ ］の提言はいまなお有効ですし、それは上述した「子ども・被災者支援法」だけでは対応

できない課題です。ましてや地方創生において「交流人口」や「関係人口」の議論を敷衍していけ

ば、「住民の二重の地位」［ ］について真剣に検討されなくてはならないと思いますし、今後の大

規模災害での避難・復興のこともその射程に入っているのです。

⑤ 「ふるさとの価値」

被災家族の生活再建と地域経済をになう生業の維持・再開とは密接な繋がりがあり、東日本大

震災以降 （事業継続計画）が注目を集めていますように、被災直後からの避難生活をよりよく

維持するためには生活資金（特に現金）の確保が欠かせません。東日本大震災においては、福島

県内の地域金融機関［ ］のように通帳がなくても顔が見える関係のもとで預貯金の引き出しに柔

軟に対応したことや移動 車による円滑な資金供給が行われ、現金不足のパニックを防ぐこと

ができました。また生命保険金のみならず火災・地震などの社会保険金の円滑な支払いも進みまし

た。福島第一原発事故との関係では、避難指示により仕事や職場を奪われ、生活や生業の維持

のためには原発事故の事業者責任としての原子力賠償を欠かすことができません。区域内避難者

には生命・身体損害、住居損害、営業損壊・就労損害、精神的損害が発生し、東京電力に対して

損害賠償請求が行われました［ ］。

原子力損害賠償法に基づいて「原子力損害賠償の範囲の判定等に関する中間指針」（ 年

月 日）［ ］出されると、これを基準に賠償金が逐次支払われてきていますが、次第に支払決定

が厳しくなり、被災者は （裁判外紛争解決手続）を通じて請求するようになり、特に区域外避難

者の を通じた賠償請求は東電に拒否されるようになったことから、各地で裁判所に東電を被

告とする訴訟が出されています［ ］。前述の福島大学調査（第 回）［ ］によれば、損害賠償を

既に受け取った人及び現在受け取っている人を合わせた割合は、精神的損害で約 割、住宅賠

償で約 割、営業損害・就労損害で約 割、生命・身体損害で約 割であり、東電の姿勢から賠

償金支払終了方針や国の医療費や介護サービス利用の減免などへの不安感は高くなっています。

それは年金に生活資金を依存する高齢者ほど、仮設住宅や復興公営住宅に住んでいる人ほど不

安感が高いのです。さらに原子力賠償の問題として指摘されているのは、「請求書や手続きが煩雑」

「賠償額が少ない」「東電と国が賠償額を決定する」「地域によって賠償に差がある」などであり、い

ずれも選択率が 割以上に及んでいます。

こうした問題は 数件を超える原発集団訴訟のなかでも、賠償金額の決定において表面化して

きています。原発集団訴訟の１つの特徴は、原発事故による「ふるさとの喪失」が被災者避難者の



平穏生活権を侵したという判決が出てきていることです［ ］。従前の損害賠償は市場価格計算が
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整備と住民帰還をめぐってコミュニティがぎくしゃくしています。また ベクレルを超える汚染土

壌については、設置から 年後には福島県外に運び出すことが国との協定できまっていますが、

その運び出し先は決まっていません［ ］。

⑦ 将来世代に負の遺産を継承させない

原発被災からの再生・再建を考えるにあたって最も重要なことは、将来世代に負の遺産を継承さ

せないと決意する倫理的視点を原子力利用においても明確にすることです。チェルノブイリや福島

第一の原発事故は、多くの人々の日常生活や健康を理不尽なまでに奪い取っています。原子力

エネルギー利用は放射性廃棄物の最終処分までのバックフィットを入れた場合、再生可能エネル

ギーと比較しても、コストの優位性をもてなくなっています［ ］。原発稼働によって生まれる放射性

廃棄物は、その核種によっては半減期が極めて長く放射線による負の被ばく影響が年間１ｍ に

まで低減する期間が人類史をはるかに超えることになります。こうし使用済み核燃料や廃炉作業に

より発生する放射性廃棄物は、中間貯蔵であったとしても、永久に人類が活用できない土地空間

を地球上に作り出してしまうのです。ドイツ脱原発倫理委員会［ ］や福島県復興ビジョン［ ］が表

明している「原子力に依存しない社会」の実現とともに、チェルノブイリ基本法［ ］のように原子力

事故被災者の健康・居住・生活等に関わる権利を十全に保障する、エネルギー政策基本法や原

子力防災基本法の制定が国には強く求められます。

（山川 充夫 福島大学名誉教授 客員教授）
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  尾松 亮『 ・ とチェルノブイリ法─再建への知恵を受け継ぐ─』東洋書簡、 年。

  福島復興ステーション「避難地域の状況」

（ 年 月 日閲

覧）

  福島県災害対策本部「平成 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第

報）」 年 月 日。

（ 年 月

日閲覧）

  山川充夫「原災避難者の帰還意向の変化─強制避難と自主避難との違い─」『歴史と地

理』 、 年、 頁。
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  日本弁護士連合会編『原発事故・損害賠償マニュアル』日本加除出版会、 年。

  淡路剛久・吉村良一・除本理ふみ編『福島原発事故賠償の研究』日本評論社、 年。

淡路剛久監修 吉村良一・下山憲治・大坂恵里・除本理史編『原発事故被害回復の法と

政策』日本評論社、 年。

  山川充夫「原発集団訴訟と日本学術会議提言─前橋判決における避難継続の合理性の

検討─」『判例時報』 （ 年）、 頁。

  和辻哲郎『風土─人間学的考察─（改版）』岩波書店、 年。

  オギュスタン・ベルク 川勝平太『ベルク「風土学」とは何か』藤原書店、 年。

  池上惇『文化と固有価値の経済学』岩波書店、 年。

  山川充夫「原発事故避難指示区域の商工業振興のあり方─官民合同チームの意味─」

『經濟論叢（京都大学経済学会）』第 巻第 号（ 年）、 頁。

  前田正治編著『福島原発事故がもたらしたもの』誠信書房、 年。

  日本学術会議東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会「提言 原子力災害

に伴う食の農の『風評』問題対策としての検査態勢の体系化に関する緊急提言」 年

月 日。

  関谷直也「東京電力福島第一原子力発電所事故後の水産業と汚染水に関する現状の課

題」『学術の動向』第 巻第 号（ 年）、 頁。

  「福島の汚染土再利用 住民の反対根強く 国・東電に負担軽減の思惑」『日本経済新聞

デジタル〔有料会員限定〕版』 年 月 日。

（ 年 月

日閲覧）。

  公益社団法人日本経済研究センター「事故処理費用、 年間に 兆～ 兆円に－廃

炉見送り（閉じ込め・管理方式）も選択肢に－汚染水への対策が急務－」 年 月

日。

（ 年 月 日閲覧）。

  安全なエネルギー供給に関する倫理委員会著吉田文和 ミランダ・シュラーズ編訳『ドイツ

大原発倫理委員会報告』大月書店、 年。

  福島県「福島県復興ビジョン」 年 月。

（ 年 月 日閲覧）

  馬場朝子・尾松 亮『原発事故 国家はどう責任を負ったか─ウクライナとチェルノブイリ法

─』東洋書店新社、 年。



共生の実現−−包摂性ある社会へ

（１） 多様性・共生・複線型の人生：柔軟な社会、柔軟な個人へ

① 多様性の尊重

誰もが自分らしく生きられるためには、一人ひとりの多様な生き方を尊重することが重要です。そ

して、多様な生き方をもつ多様な人びとが共に暮らす社会を実現するには、人生や仕事、家族や

社会、価値などについての柔軟な考え方が必要になります。

多様性を尊重する考え方は、徐々にですが、浸透しつつあるように見えます。労働人口の減少を

契機に、障がいや 、多文化など、一人ひとりの多様性を尊重し、それを積極的に活用しようと

するダイバーシティ・マネージメントを進めようとする企業などの動きもあり、まだまだ不十分とはいえ

多様性を尊重する考え方は、今後も広がるでしょう。これから必要なことは、このような関心を維持し

つつ、考え方を整理しながら、社会全体に広め、具体的な取組をすすめていくことでしょう。

② 柔軟な人生、柔軟な個人

多様性の尊重は、他者に向けられると同時に、自分自身についても向けられる必要があります。

日本の社会の息苦しさは、同調圧力、つまり、ひとと同じでなければならない、と感じさせる、目に見

えない力と関係しています。受験や就職活動に典型的に見られるように、失敗もやり直しも許されず、

逃げることすらままならぬ、といったことを感じている人は少なくありません。子育て、学習、進学、就

職、結婚、労働、そして老後の生活に至るまで、個人の生き方や社会のあり方など、あらゆる面で、

こうでなければならない、という規範に支配されているように感じられることもあるでしょう。
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ることも、なかなか理解しにくいでしょう。このような特徴には、それなりの利点もないではありません

が、社会の息苦しさの原因ともなっています。

多様性の尊重は、他者との関係においては共生の基礎となる同時に、一個人の内部での多様
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貢献活動に対する評価なども、従来とは比べものにならないほど高くなっています。このような多様

な生き方、働き方を実践するに当たっては、 が活用されることも多くなっています。

③ 多様性と柔軟性の実現に向けた課題

個人の多様性を尊重する考え方は、徐々に広がってはいますが、多様性と柔軟性を重視する社

会の実現に向けては、いくつか課題があります。

まず、あらゆる変化についていえることですが、これまでの社会の制度や慣行を変えていこうとす

ると、個々人の考え方、そして社会の制度を変える必要があります。個々人の考え方と社会の制度

にはズレがあり、どちらが進むにせよ、遅れるにせよ、軋みが生じるのが常です。

  日本弁護士連合会編『原発事故・損害賠償マニュアル』日本加除出版会、 年。
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政策』日本評論社、 年。

  山川充夫「原発集団訴訟と日本学術会議提言─前橋判決における避難継続の合理性の

検討─」『判例時報』 （ 年）、 頁。

  和辻哲郎『風土─人間学的考察─（改版）』岩波書店、 年。
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  池上惇『文化と固有価値の経済学』岩波書店、 年。

  山川充夫「原発事故避難指示区域の商工業振興のあり方─官民合同チームの意味─」

『經濟論叢（京都大学経済学会）』第 巻第 号（ 年）、 頁。

  前田正治編著『福島原発事故がもたらしたもの』誠信書房、 年。

  日本学術会議東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会「提言 原子力災害

に伴う食の農の『風評』問題対策としての検査態勢の体系化に関する緊急提言」 年

月 日。

  関谷直也「東京電力福島第一原子力発電所事故後の水産業と汚染水に関する現状の課

題」『学術の動向』第 巻第 号（ 年）、 頁。

  「福島の汚染土再利用 住民の反対根強く 国・東電に負担軽減の思惑」『日本経済新聞

デジタル〔有料会員限定〕版』 年 月 日。

（ 年 月

日閲覧）。

  公益社団法人日本経済研究センター「事故処理費用、 年間に 兆～ 兆円に－廃

炉見送り（閉じ込め・管理方式）も選択肢に－汚染水への対策が急務－」 年 月

日。

（ 年 月 日閲覧）。

  安全なエネルギー供給に関する倫理委員会著吉田文和 ミランダ・シュラーズ編訳『ドイツ

大原発倫理委員会報告』大月書店、 年。

  福島県「福島県復興ビジョン」 年 月。

（ 年 月 日閲覧）

  馬場朝子・尾松 亮『原発事故 国家はどう責任を負ったか─ウクライナとチェルノブイリ法

─』東洋書店新社、 年。
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一人ひとりの考える力を変えていくには教育のあり方と内容を変えていく必要があります。知識詰

め込み型の教育から考え方を養う教育へという転換は進められていますが、一人ひとりが違うとい

意識を高めるためには、様々な人びととの接触が有効です。また、内容のみならず、一斉授業の見

直しや、学校以外の教育の機会を増やすなど、教育をすべて学校に集中させず、社会全体で取り

組むような工夫も、所属や活動の単位が単一でないという意識を持つためには効果的でしょう。さら

に、決まった年齢で決まった教育を受けることが当たり前、という考え方についても見直す必要があ

りますし、特に大学など高等教育については、門戸を広げ、受験勉強を前提とせず、より広範な学

生をより柔軟な形で受け入れ、教育することが必要でしょう。

多くの人びとが異常と感じている大学生の就職活動には、「一斉」、「一律」、「一様」が集約され

ています。変化の兆しはありますが、採用側の意識のみならず、雇用や社会保障などの大きな問題

と連動しているため、急速には進みそうもありません。

多様性の尊重についての議論は、尊厳という個人の根幹に関わるものですが、人口減少や少子

高齢化、産業構造の変化や雇用の流動性、そして の飛躍的な発展など、社会の状況や動きと

無関係に存在しているわけではありません。たとえば、複線型の人生を実現するためには、雇用形

態の多様化とセーフティーネットが機能しなければなりませんし、やり直しを容易にするためには、ラ

ンキングや年齢に縛られず、学ぶ側のニーズに沿った柔軟な教育のあり方が必要になります。

多様性に富む共生社会、そして複線型の人生を実現するには、それなりのコストがかかることに

留意しなければなりません。社会の制度設計のみならず、言語、コミュニケーションの方法、居住な

ど、あらゆる面で、「一斉」、「一律」、「一様」が通用しないことを前提としなければなりません。生活

や社会のほとんどすべてに渡る変化について、さまざまな局面を想定しながら、試行錯誤を重ねる

ことになるでしょう。しかし、短期的には時間、費用の負担をもたらすとはいえ、それが将来において、

一人ひとりが輝く社会を実現するための投資なのです。

（宮崎 恒二 東京外国語大学名誉教授）



（２） 外部からやって来る人々との幸福な共生社会の創造

① グローバリゼーションと人びとの流動化

世紀後半、とくに東西冷戦構造が崩壊した後、グローバリゼーションと呼ばれる動きが加速度

的に強まりました。その原因としては、⑴交通技術・情報技術などの進歩によるグローバル世界の

相互依存関係の緊密化、⑵国家の枠組みにとらわれない企業活動の進展、⑶労働市場のグロー

バルな流動化、⑷戦乱による難民の発生、などが挙げられます。

日本においても、 年代に入って、短期的に滞在する観光客が激増しているだけでなく、３ヶ

月以上日本に滞在する在留外国人数も右肩上がりで推移しています（図 － ）。出入国在留管理

庁が 年 月 日に発表したところによれば、 年 月末時点の在留外国人数が

万 人でした 。これは日本の総人口の を占めます。彼ら／彼女らは、私たちの日常的

な隣人なのです。

図 － 訪日外国人観光客数 と推移と在留外国人数 の推移

② 人口縮小と外国人労働者

日本で近年とくに在留外国人についての関心が高まっているのは、少子高齢化に伴う労働力不

足への対策として、海外から労働人材を迎え入れようという機運があることにもよります。パーソル総

合研究所と中央大学の共同研究「労働市場の未来推計 」 によれば、 年の人手不足の

推計値は 万人であり、このうち 万人を外国人労働者で代替することが提案されています。

政府もこれに対応するため、「骨太の方針 （ 月 日閣議決定）」により「特定技能」という

在留資格を創設し、平成 年 月 日付で「外国人雇用管理指針」の改正を行いました。

日本政府観光局のデータをグラフ化

法務省のデータをグラフ化

在留外国人総数 訪日外国人観光客総数
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め込み型の教育から考え方を養う教育へという転換は進められていますが、一人ひとりが違うとい

意識を高めるためには、様々な人びととの接触が有効です。また、内容のみならず、一斉授業の見

直しや、学校以外の教育の機会を増やすなど、教育をすべて学校に集中させず、社会全体で取り

組むような工夫も、所属や活動の単位が単一でないという意識を持つためには効果的でしょう。さら

に、決まった年齢で決まった教育を受けることが当たり前、という考え方についても見直す必要があ

りますし、特に大学など高等教育については、門戸を広げ、受験勉強を前提とせず、より広範な学

生をより柔軟な形で受け入れ、教育することが必要でしょう。

多くの人びとが異常と感じている大学生の就職活動には、「一斉」、「一律」、「一様」が集約され

ています。変化の兆しはありますが、採用側の意識のみならず、雇用や社会保障などの大きな問題

と連動しているため、急速には進みそうもありません。

多様性の尊重についての議論は、尊厳という個人の根幹に関わるものですが、人口減少や少子

高齢化、産業構造の変化や雇用の流動性、そして の飛躍的な発展など、社会の状況や動きと

無関係に存在しているわけではありません。たとえば、複線型の人生を実現するためには、雇用形

態の多様化とセーフティーネットが機能しなければなりませんし、やり直しを容易にするためには、ラ

ンキングや年齢に縛られず、学ぶ側のニーズに沿った柔軟な教育のあり方が必要になります。

多様性に富む共生社会、そして複線型の人生を実現するには、それなりのコストがかかることに

留意しなければなりません。社会の制度設計のみならず、言語、コミュニケーションの方法、居住な

ど、あらゆる面で、「一斉」、「一律」、「一様」が通用しないことを前提としなければなりません。生活

や社会のほとんどすべてに渡る変化について、さまざまな局面を想定しながら、試行錯誤を重ねる

ことになるでしょう。しかし、短期的には時間、費用の負担をもたらすとはいえ、それが将来において、

一人ひとりが輝く社会を実現するための投資なのです。

（宮崎 恒二 東京外国語大学名誉教授）
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③ 外国人に対する排除的言動

けれども、外部からやってきた人たちを、「労働力」としてだけ、「道具」的に受け容れるのは適当

とはいえません。彼ら／彼女らは同時代人であり、また日本社会で「ともに生きる人」なのです。それ

にふさわしく社会のシステムを整備することが重要です。

しかし、現状では、必ずしもその前提が満たされているとはいえません。

たとえば、仕事でやって来る外国人には、家族とともに生活している人も多くいます。新たに生ま

れる命もあります。子どもたちは一定の年齢になれば教育を受ける権利があります。しかし、文部科

学省の調査結果からも、制度からもれて就学していない子どもたちがかなりの数いると報告されてい

ます。日本社会で快適に生活できるよう、家族を含めた適切な対応が必要でしょう。

一方、外国人に対する人権侵害の認知は、年を追って、減少するどころかむしろ増加しています

（図１－２）。日本社会における人権意識が高まったことで認知が増えているとも解釈できますが、い

ずれにせよ人権侵害はあってはならないことです。

さらに、外国人に対するヘイトスピーチがデモやソーシャルメディアで叫ばれることも珍しくありま

せん。半数近くの日本人はヘイトスピーチに否定的な意見をもっていますが、容認する意見もない

わけではありません。人権侵害やヘイトスピーチについては、社会／学校／家庭などの各場面にお

いて、これまで以上に十分な人権教育が求められます。

（出典）内閣府「平成 年度人権擁護に関する世論調査」

図１－２ 外国人に対する人権侵害の認知（％）

④ 世界のなかで人びとを惹きつける国となるために

外国から日本に来て、永久的にあるいは一時的に日本に居住する人びとは、立場の如何を問わ

ず、今後も増え続けるでしょう。また、人口縮小の時代にあっては、日本という一つの社会をマネー

ジしていくためには、出身地の異なるさまざまな人びとに参加してもらうことが必要でもあり、望ましい

ことでもあります。しかしながら、日本社会にその受入体制がなければ、そして日本社会が多くの人

びとにとって魅力的な場所でなければ、外部から人がやって来るどころか、内部から人が出て行っ

てしまいかねません。
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（３） 多文化共生社会の実現

① 外国から来る人びとの増加

多文化共生は、異なる文化的背景を持つ人びとが共に暮らすことです。多様な文化的背景をも

つ人びとが、身近な空間で増えてきているのは、すでに多くの人びとが認めるところでしょう。人びと

の移動が頻繁となり、その範囲も広がりつつあるなか、 年、 年の日本社会もまた、今以上

に多様な文化的背景をもつ人びとが、日本で働き、日本で学ぶようになっていることでしょう。

労働人口の減少に直面し、日本政府は海外からの労働力を受け入れてきました。しかし、「労働

者」としてではなく、技能実習制度を設け、それに基づいた「実習生」として受け入れてきました。

「実習生」として日本で働いている外国人は、すでに 万人以上 に上ります。この制度は、海外

への技術・知識の移転を目的としたものですが、その実態は労働条件の整わない低賃金労働の場

合もあり、また送り出し側、受け入れ側の団体についても問題点が指摘されています。出入国管理

法改正 年 では新しい在留資格を設け、新たに 万人弱の労働者を受け入れることが見込

まれています。しかし、家族の帯同がごく一部の職種に限られるなど、技能実習制度と同じように、

必ずしも定住を視野においたものではありません。

長期的な視点で、日本の労働人口を維持しようとするならば、短期的な労働者の受け入れに留

まらず、日本への定住を促進し、日本の人口自体を持続させるような方策が必要になります。その

ためにも、人権侵害や搾取に繋がりかねない制度ではなく、「移民」を受け入れる政策が必要で、

多文化共生社会の実現に向けて、さらなる取組が必要になります。

② 生活者の多様化に対応する基盤作り

日本に来て働く人たちは、単なる労働力ではありません。それぞれの文化や社会を背負っている

人びとであり、日本社会でともに生活する仲間になります。出入国管理法の改正に当たり、日本政

府は、「公的機関や生活インフラの多言語化など、急増する外国人を「生活者」として迎え入れる基

盤の整備を国主導で進める」ことを明らかにしています 。

日本への定住を視野に、海外の人びとを受け入れるためには、生活だけでなく、教育の場にお

ける「共生」の基盤作りも急務です。これまでも、徐々にですが、異なる文化を持つ人びとに対する

様々な取組が進められてきました。たとえば、子供の教育については、とくに義務教育を終えたあと

の就学状況について、まだ実態が十分には把握されてはいませんが、一部の地方自治体において

は、高校における日本語の補習や特別入試制度などが実現しています 。異なる言語や文化をも

つ人びとが、社会の一員として生活していけるよう、行政や教育を始め、社会全体での取組を進め

ていくことが必要です。

多文化共生は、外国人に日本の文化や社会への同化を強要することではありません。異なる文

化を持つ人びとが日本社会で生きていくためには、日本の文化や社会に対する理解が不可欠であ

ることはもちろんです。しかし、同時に日本の文化・社会の中で育ってきた人びとも、日本とは異なる

法務省ホームページ： （最終閲

覧日 年 月 日）

外務省ホームページ： （最終閲覧日 年 月

日）

提言「外国人の子どもの教育を受ける権利と修学の保証」（日本学術会議多文化共生分科会（査読中）

年発出見込み） 



文化や社会について理解することが不可欠であり、現在進められている異文化理解教育を様々な

レベルで進める必要があります。

海外にルーツをもつ人びとが多く暮らす地域では、行政による生活支援や社会生活の中で、日

本語とともにそれぞれの言語が用いられていることも多くなっています。 を使った多言語音声翻

訳システムは、多くの言語に対処する有力な手段になるでしょう。しかし、生活や考え方についての

理解を深めようとすれば、単なる辞書や会話集を越え、文化的背景などをも加味したシステム作り

が必要でしょう。

さらに、日本における外国語教育も、英語のみならず、日本社会に暮らす人びとが使う多様な言

語の習得の可能性を広げ、様々な言語に対応する人びとの数が増えていくことが望ましいのです。

同時に、海外にルーツを持つ人びとは、それぞれの出身地と日本を繋ぐ人材となりうるのであり、そ

の意味でも、そのアイデンティティを尊重し、文化や言語を保つための支援も必要とされます。

③ 創造力の源泉としての多文化共生社会

身近な環境にいる海外からの人びとと触れる機会があることで、その人たちの文化や考え方を知

り、様々な違いや共通点に気づくことができます。そして、世界の多様性について、あるいは日本の

社会・文化について振り返る機会を得ることができるでしょう。

多文化共生の持つ意義の一つは、「他者」との接触によって、自らについて振り返る、ということ

です。多文化共生は、入ってくる人びとを自分たちに同化させようというのではなく、互いの違いを

尊重しつつ、変わった方がよいことについては、変えていこうとすることです。

たとえば、災害時のお知らせなどについても検討がなされていますが、日本語話者にとってもわ

かりにくい行政用語などは、変えていくべきでしょう。また、日本の生活の中で、学校の行事や部活

動、進学や就職に向き合うストレス、長時間の労働など、海外から来た人びとには理解しがたいかも

知れません。このようなことは、私たちにとっては疑問に思わないことが多いのですが、私たち自身

が直面している問題は、このような当たり前だと考えていることをもう一度考え直すことから、発想の

転換を図れるかも知れません。

多文化共生社会は、新たな考え方や文化の活力を生み出す基盤として貴重です。多様性は知

的なあるいは芸術的な新しい発想や表現の源泉となりうるからです。

④ 多文化共生の展開

多文化共生は多くの団体や活動のスローガンにも掲げられ、その考え自体、錦の御旗になりつ

つあります。この考え方の根底には、すべての人がもつ基本的人権、そして社会の公正・公平という

理念があります。多様な文化を持つ人びとが共に生きていくことは、平和、共存、博愛などの理想と

結びつけられ、多くの人びとの共感を得てきました。多文化共生は、一人一人が尊重されること、

個々人の多様性を重んじることを目指す点で、ジェンダーや 、障がいの有無など、包摂を目

指す共通の基盤に立ちます。「違い」を容認し合い、価値に転換していくことは、将来の社会のあり

方として，高く掲げられるべきです。

しかし、それは自然に、また一朝一夕にできあがるものではありません。 世紀初頭であれば、あ

る程度の楽観的な見通しも成り立ち得ましたが、 年の時点で 年後にどのような状況になっ

ているか、明確な見通しは立てにくくなっています。異なる文化や考え方を認めないばかりでなく、
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小さな集団の中ですら、「違い」に対して不寛容をあらわにし、さらには亀裂や分断を糧として自己

の利益を追求する動きも目立つようになってきているからです。

学術の側では、分断が生じる状況について、十分に分析し、それに対処する道筋を考える必要

があります。「違い」に対する不寛容は、「いじめ」などの排除にも共通するものです。しかし、原理的

には、「排除」と「包摂」は表裏一体のものです。そのため、「排除」のみをなくすことは容易ではあり

ません。しかし、判断の基準自体が実は多様であることを知り、「排除」や「包摂」の単位も複層化、

あるいは分散化させることにより、排除という行為もある程度は緩和されるのではないでしょうか。

現在、そして将来について考える際に、日本のみならず、国際的な視点が必要であることは言う

までもありません。より広い世界、そして長い人類の歴史に目をやれば、そこから長期的な展望につ

いて様々な示唆を得ることができます。多文化共生は、このような比較の視点の糸口を提供してく

れます。現実を見つめる視野を広げ、社会のあり方の多様性を、そして多くの選択肢を示すことは、

学術の重要な役割です。

（宮崎 恒二 東京外国語大学名誉教授）



（４） 多様な人びとの共生社会をサポートする情報技術

① 超スマート社会における人びとの生活空間

年代の超スマート社会 における人々の生活空間は、現実の物理空間 フィジ

カル空間 と計算機上の仮想空間（サイバー空間）を高度に融合させたサイバーフィジカル空間へ

拡張されていきます。 ビッグデータ （第 世代移動通信システム）

などの情報通信技術 の活用により人口減少、超高齢化、医療・介護、教育、環境・エネルギ

ー、防災などの社会的課題が解決されることが期待されます。

このような情報通信技術の進歩が加速していく中、これらの技術によって高齢者、外国人、障が

い者など多様な背景や価値観を持った人々が、自らのライフスタイルに応じ、年齢、文化、身体的

な能力、時間・距離の制約を超えて世界とつながり、夢を追求できる共生社会の実現を支援できる

と期待されます。また、多様な人々の共生に加えて、 年〜 年頃には、人と機械、すなわち

ロボットやアバター（自分の分身ロボットやキャラクター説明）といった人工物との共生を支援できる

社会的枠組みが重要になってきます。

高齢者、外国人、障がい者など多様な人々が、 を活用することによって、個人レベル、組織

レベル、コミュニティレベルで自然な形で能力や機能が増幅されるための様々なシステム、ツール、

サービスやアプリケーションが開発されることが重要です。特に、情報弱者にとっても、より自然な形

でかつ信頼できる形でサービスや支援を受けることができるインタフェースの開発も社会的な受容

性を高めるために大切です。

② さまざまなレベルでの情報技術の活用

まず個人レベルにおいては、多様な文化、言語を持つ人々とのミュニケーションを可能とする技

術が、 を使った多言語音声翻訳システムです。現在でも、数十言語をサポートし、多くの人々が

海外旅行などで利用している多言語音声翻訳サービスは、より日常的なものとなり、デバイスの操

作を意識せずに同時通訳機能などが実現されます。また、現在のスマートフォン、あるいはさらに進

化したウェアラブル型、または、体内埋込み型のパーソナルデバイスを利用することで、より自然な

スタイルでのコミュニケーションも可能です。日常生活やビジネスシーンにとどまらず、日本の伝統

芸能である歌舞伎などのセリフや解説を翻訳することも可能であり、文化的な交流の幅が広がりま

す。

また、身体的な障がいに対してもウェアラブル型のパワードスーツによって提供される電動アクチ

ュエータや人工筋肉によって健常者と同様な動作や人工的な肢体の一部を提供することも可能で

す。さらに、自分の体が不自由な状態で、脳だけが活動している場合でも、 ブレイン・マシンイ

ンタフェース）を利用して、脳活動の情報を分析し、遠隔地のロボットやアバターを操作して働くこと

も期待されます。特に、移動に関しては、”MaaS (Mobility as a Service)”が定着するとともに、職場

でのパートナーロボットを遠隔操作したり、アバターにジャックインすることにより、移動時間ゼロで遠

隔地の職場で働くことも可能となります。さらに、 や （配車サービス）などのように働き手と

仕事とのダイナミックなマッチングが実現され、ロボットやアバターとの連携により、働く場所と時間を

自由に選択可能なシステムが実現可能となります。

組織レベルのエンパワーメントに関しては、さまざまなビジネスにおける働き方がロボットやアバタ

ーの活用によって大きく変化する可能性があります。生産人口の減少とともに、シルバー人材を活

小さな集団の中ですら、「違い」に対して不寛容をあらわにし、さらには亀裂や分断を糧として自己

の利益を追求する動きも目立つようになってきているからです。

学術の側では、分断が生じる状況について、十分に分析し、それに対処する道筋を考える必要

があります。「違い」に対する不寛容は、「いじめ」などの排除にも共通するものです。しかし、原理的

には、「排除」と「包摂」は表裏一体のものです。そのため、「排除」のみをなくすことは容易ではあり

ません。しかし、判断の基準自体が実は多様であることを知り、「排除」や「包摂」の単位も複層化、

あるいは分散化させることにより、排除という行為もある程度は緩和されるのではないでしょうか。

現在、そして将来について考える際に、日本のみならず、国際的な視点が必要であることは言う

までもありません。より広い世界、そして長い人類の歴史に目をやれば、そこから長期的な展望につ

いて様々な示唆を得ることができます。多文化共生は、このような比較の視点の糸口を提供してく

れます。現実を見つめる視野を広げ、社会のあり方の多様性を、そして多くの選択肢を示すことは、

学術の重要な役割です。

（宮崎 恒二 東京外国語大学名誉教授）
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用していく上でもロボットやアバターとの協働が重要です。また、組織内におけるさまざまな意思決

定や合意形成の支援として ツールが普及していますが、単純に人を によって置きかえるとい

った方法論ではなく、人と の協働による”職のイノベーション”を検討するとともに、信頼されうる

に発展されるために公平性、安全性、プライバシーやセキュリティ、説明可能性が担保されること

が重要です。

コミュニティレベルでは、多様な人々がそれぞれのライフスタイルで生活していく上で必要とする

情報をタイムリーに提供できるサービスが重要です。現在、活用されている ソーシャルネットワ

ークサービス の弱点であるフェイクニュースの検出や自然災害時におけるデマの拡散といった課題

が解決され、信頼できるサービスが必要です。

③ リテラシー教育の必要性

技術は、利用する人間が多様性を否定するような価値観を持っていれば、 におけるヘイ

トスピーチの課題と同様、同じシステムであっても、包摂とは全く逆の排他的でかつ敵対的な利用を

加速してしまうといった性質を持っています。個人による情報発信力・収集力・検索力が強化される

反面、個人によるシステムの乱用をどう防げるかが重要です。また、 を利用できる者と利用でき

ない者とのギャップは、ますます広がる傾向にあり、初等中等教育レベルにおける リテラシーの

教育が共生社会を実現していく上で重要な課題です。

（徳田 英幸 国立研究開発法人 情報通信研究機構 理事長）


